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＜トラドックの点検＞

このトラドックは、点検時期として次のように区分してます。

【Ａ】 毎月チェックする項目：１１項目

【Ｂ】 変更があった場合にチェックする項目：１４項目

【Ｃ】 事故や法改正があった場合にチェックする項目：４項目

【Ｄ】 一定の時期にチェックする項目：４項目

【トラドックの目的】

人は病気・体調不良を感じたとき、病院や薬局へ行って治そうとします。
トラック運送事業を健全に行っていく上でも、同様の事が言えるのではないでしょうか。

運送事業において、事故やこれに伴うリスク（人：死や病気）を防止する観点から、法令等（人：
生活習慣や処方箋）が定められ、これらを遵守することで事故等を減らすことができればと思う
ところです。

この「トラドック」は、トラック事業者として「やらなければ（管理しなければ）いけない事」、また
「やってはいけない事」を日頃から点検・遵守することによって、健全に事業を継続していただく
ことを目的に作成しました。

是非、この「トラドック」を管理者皆様の目のふれるところに備え置き、定期的に活用して頂けま
したら幸いです。
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お父さん、点検のやり方は次のページにあるよ。

まず「点検のイメージ」を掴んで、

「点検手順」に沿ってやればいいのよ。

私も手伝うから。

お父さん、頑張ってね！！



Step1
＜トラドック（解説書）による最初の点検＞

１．Ｐ４「点呼」以降の各項目を点検。
２．【チェックポイント】で各内容について☑し、項目について

「適」「否」を判定。
※確認事項が一つでも実施できていない場合は「否」で判定

３．項目によっては「該当しない」と判定する場合があります。

＜点検イメージ＞

現状
把握

定期
点検

Step１
Ｐ４～

Step２
Ｐ３４～

Step３
Ｐ３６～

Step４
Ｐ３６～

トラドック（解説書）による最初の点検

総合評価の把握（目安）

年間チェック表の「最初の点検（赤枠）」欄へStep１の結果を転記

年間チェック表による定期的な点検の実施

Step2 ＜総合評価の把握（目安）＞

１．Step1で判定した各項目（【Ａ】１～【Ｄ】３２）の「適」を
P34の「点検結果集計表」で集計し、「適」の比率を算出

２．P35の「総合評価表」で確認

＜点検手順＞

2



3

Step3
＜年間チェック表の「最初の点検」欄へ転記＞

Step1で点検した内容を「最初の点検」欄へ

転記し、管理状況を「見える化」して下さい。

転記方法については特段の定めはありません。
貴社の分かりやすい方法で結構です。

※「記載例」（P37）は参考です。

Step4 ＜トラドック年間チェック表による定期的な点検の実施＞

１．「最初の点検」を行った後、以下の区分に応じた点検を実施してください。

２．点検を行う際の記載方については、各社において☑や「〇」や「－」等、適宜

の方法で構いません。

管理状況を把握（見える化）し、巡回指導や不意の監査等に備えて下さい。

３．年間チェック表は定期的な点検を促すものですが、「運行管理者・整備管理

者の講習日」や「健康診断日」など、年度における計画・予定表（メモ）として

活用することも失念防止に有効です。貴社の管理しやすい方法で活用して下

さい。なお、自社独自の様式に変更（Ａ３版加工）されたい場合、チェック表を

岐ト協ＨＰよりダウンロードして下さい。

岐ト協ＨＰ トップページ トラドック（適正化事業概要書）
→ 「トラドック等の書面」 ③トラドック年間チェック表及び記載例

Ａ：毎月チェックする項目

Ｃ：事故や法改正があった場合に
チェックする項目

Ｂ：変更があった場合にチェックする項目

Ｄ：一定の時期にチェックする項目



【Ａ】 １．点 呼

○点呼は運行上やむを得ない場合を除き、対面で実施することが基本です。
⇒ 営業所発着時の点呼は対面で実施

※「やむを得ない場合」 とは、遠隔地で乗務が開始または終了するため、乗務前または乗務後の
点呼が営業所において対面で出来ない場合のことを指し、車庫と営業所が離れている、早朝・深夜
等のため点呼執行者が営業所に出勤できない場合等は該当しません。

★ 令和４年７月から遠隔点呼、令和５年１月から乗務後自動点呼の運用が開始されました。
→ 遠隔点呼の詳細はP40、乗務後自動点呼の詳細はP44を参照

※中間点呼とは、乗務前・乗務後のいずれも対面で点呼ができない場合、乗務途中に
少なくとも１回電話等の方法で行う点呼のことです（「【Ａ】 ３．運行指示書」参照）

【チェックポイント】
・営業所や車庫で行う乗務前点呼と乗務後点呼を「対面」で実施していますか？ ❑
・出先での休息前、休息後に行う点呼（電話その他の方法）を実施していますか？ ❑

→運転者と直接対話できない電子メール、FAX等の一方的な連絡方法は×
・点呼時の確認項目を確認していますか？ ❑
・点呼簿の項目不備、記載漏れはありませんか？ ❑
・選任の運行管理者が点呼総回数の3分の1以上の点呼を実施していますか？ ❑
・補助者は運行管理者基礎講習の修了、もしくは運行管理者資格を有していますか？ ❑
・記録簿は1年間保存していますか？ ❑

項目判定
❑ 適 ❑ 否
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Ｓ ｔ ｅ ｐ １

※確認して ☑

※項目判定の結果をP34の点検結果集計表で集計（以下同様）

項目 乗務前点呼 中間点呼（※） 乗務後点呼

① 点呼執行者名 ○ ○ ○

② 運転者名 ○ ○ ○

③
乗務する自動車の登録番号
又は識別できる記号、番号等

○ ○ ○

④ 点呼日時 ○ ○ ○

⑤ 点呼方法 ○ ○ ○

イ．アルコール検知器の使用の有無 ○ ○ ○

ロ．対面で無い場合は具体的方法 ○ ○ ○

⑥ 酒気帯びの有無 ○ ○ ○

⑦ 運転者の疾病・疲労・睡眠不足等の状況 ○ ○

⑧ 日常点検の状況 ○ ○

⑨ 気象・道路状況等の注意事項 ○ ○

⑩ 自動車、道路及び運行の状況 ○

⑪ 交代運転に対する通告 ○

⑫ その他必要な事項 ○ ○ ○

＜点呼時に確認・記録すること＞ 点呼記録簿は１年保存



【Ａ】 ２．乗務記録（運転日報）

○事業者は、乗務を行った運転者ごとに次に掲げる事項を記録させ、
１年間保存しなければなりません。

（1）運転者の氏名
（2）乗務した自動車の登録番号、事業者が定めた車番または車号
（3）乗務開始と終了の地点及び日時並びに主な経過地点及び乗務した距離
（4）運転を交替した場合におけるその地点及びその交替日時
（5）休憩または仮眠、睡眠をした地点及びその開始・終了の日時
（6）車両総重量８ トン以上または最大積載量５ トン以上の事業用自動車に乗務した場合には

次に掲げる事項
イ 貨物の積載状況（貨物の重量、貨物の個数、積付状態）
ロ 荷主の都合により集貨又は配達を行った地点（以下「集貨地点等」という）で待機した場合

にあっては次に掲げる事項
①集貨地点等
②集貨地点等への到着日時を荷主から指定された場合、その日時
③集貨地点等に到着した日時
④集貨地点等における積込み又は取卸し（以下「荷役作業」という）の開始及び終了日時
⑤集貨地点等で当該一般貨物運送事業者等が、貨物の荷造り、仕分けその他貨物自動

車運送事業附帯する業務（以下「附帯業務」という）を実施した場合、附帯業務の開始
及び終了日時

⑥集貨地点等から出発した日時
ハ 集貨地点等で、当該一般貨物運送事業者等が荷役作業又は附帯業務（以下「荷役作等」

という）を実施した場合（荷主との契約書に実施した荷役作業等の全てが明記されている
場合にあっては、当該荷役作業等に要した時間が１時間以上である場合に限る）には
次に掲げる事項（ロに該当する場合は①及び②に掲げる事項を除く）
①集貨地点等
②荷役作業等の開始及び終了の日時
③荷役作業等の内容
④上記①～③について、荷主の確認が得られた場合は荷主が確認したことを示す事項、

当該確認が得られなかった場合はその旨
（7）道路交通法第67 条第２項に規定する交通事故、自動車事故報告規則第2 条に規定する事故

または著しい運行の遅延その他の異常な状態が発生した場合には、その概要及び原因
（8）運行の途中において、運行指示書の携行が必要な乗務を行うことになった場合には、その指示

内容。

※（6）関連「附帯業務」例：荷造り、仕分け、検収・検品、横持ち、縦持ち、ラベル貼り、はい作業等

【チェックポイント】
・乗務記録簿へ記載すべき事項が、記載されていますか？ ❑
・特に記載漏れの多い「休憩した地点・時間」や「貨物の積載状況」

（大型車のみ）は記載されていますか？ ❑
・乗務記録を１年間保存していますか？ ❑

項目判定
❑ 適 ❑ 否
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【Ａ】 ３．運行指示書

○中間点呼を要する運行の場合は「運行指示書（正）（副）」を作成し、運転者に適切な指示を
行うと共に「運行指示書（正）」を携行させなければなりません。※（副）は営業所で管理
指示書は、運行終了の日から（正）（副）と共に１年間保存します。

中間点呼：乗務前・乗務後のいずれの点呼も対面で行うことができない乗務の時は、乗務前・
乗務後の点呼だけでなく、乗務の途中において少なくとも１回、電話その他の方法により、行
わなければならない点呼

○行き先等の変更により「運行指示書」の内容に変更が生じた場合は、「運行指示書（副）」に変更
内容を記載し、運転者が携行している「運行指示書（正）」にも変更内容を記載させる。

● 運行指示書記載項目

1. 運行の開始及び終了の地点及び日時
2. 乗務員の氏名
3. 運行の経路並びに主な経過地における発車及び到着の日時
4. 運行に際して注意を要する箇所の位置
5. 乗務員の休憩地点及び休憩時間（休憩がある場合に限る。）
6. 乗務員の運転または業務の交替の地点（運転または業務の交替がある場合に限る。）
7. その他運行の安全を確保するために必要な事項

【チェックポイント】

・中間点呼が必要となる運行に、運行指示書を作成し副本は管理者が管理し、
正本を運転者へ携行させていますか？ ❑

・指示内容に変更があった場合、変更内容を運転者に適切に指示し、
（正）（副）にその内容が記載されてますか？ ❑

・運行指示書を１年間保管していますか？ ❑

※運行指示書の作成が必要となる運行がない場合は「該当しない」

項目判定
❑ 適 ❑ 否
❑ 該当しない

＜分割休息の場合＞

9:00 16:00 22:00 1:00 3:00 9:00 16:00
乗務前 乗務後 乗務前 中間点呼 乗務後 乗務前 乗務後
対面点呼 電話点呼 電話点呼 電話点呼 電話点呼 電話点呼 対面点呼

運行及び作業等 休息期間　6H 運行及び作業等 休息期間　6H 運行及び作業等
(分割休息　１回目) (分割休息　2回目)

１日目 ２日目

＜２泊３日の場合＞

9:00 16:00 9:00 13:00 16:00 9:00 16:00
乗務前 乗務後 乗務前 中間点呼 乗務後 乗務前 乗務後
対面点呼 電話点呼 電話点呼 電話点呼 電話点呼 電話点呼 対面点呼

運行及び作業等 休息期間 運行及び作業等 休息期間 運行及び作業等

１日目 ２日目 3日目



【Ａ】 ４．健康状態の把握（健康診断）

【チェックポイント】

・現在在籍している従業員に対し、１年以内に１回の定期健康診断を実施されてますか？ ❑
※個人で受診した健康診断が労働安全衛生法に規定された項目を満たしている場合、定期健康診断

結果として扱うことができます。

・新たな労働者を雇用した場合、雇入時の健康診断を実施されてますか？ ❑
※雇入れる人が３ヶ月以内に健康診断を受けており、医師による健康診断の証明書を提出した時は、

同じ内容の診断項目については省略できます。

・深夜業務（22:00～5:00）に従事する運転者に対し、６ヶ月以内に１回の特定業務従事者健康診断を
実施されてますか？ ❑

・健康診断結果等に基づき乗務員の健康状態を把握されてますか？ ❑

・健康診断の結果（要注意、要観察、要精検等）に対し、所要の措置を行っていますか？ ❑

・健康診断結果を管理・保存（５年）されてますか？ ❑

項目判定
❑ 適 ❑ 否

≪ 特定業務従事者の健康診断 ≫

労働安全衛生法において「常時従事する」という点について明確な基準は設けられていませんが、深
夜時間帯に労働する可能性がない従業員の突発的な勤務に関しては「６ヶ月以内ごとに１回の健康診
断」は実施する必要がないとされています。

しかしながら、深夜残業が実態として頻繁にある労働者については、この健康診断の対象となるので
留意が必要です。また、所定労働時間が深夜時間にかからない労働者の場合であっても、過去６ヶ月
間を平均し一月４回以上の深夜労働があった場合は（常時使用する労働者に対し実施することとされ
ている）、年１回の定期健康診断とは別に、個別で健康診断を実施する必要があります。

雇入時健康診断
⇒　常時使用する労働者として
     雇入れ時の際に実施

定期健康診断
⇒　常時使用する労働者について
１年以内に１回定期に実施

特定業務従事者の健康診断
⇒　一定の業務(※)に従事する労働者
について当該業務への配置換えの際
及び６か月以内に１回定期に実施

※一定の業務（深夜業を含む業務、有
害な業務、重激な業務）
※深夜業務：午後１０時から午前５時ま
での時間帯にかかる業務

健康診断 一般健康診断

特殊健康診断

有害業務に従事する労働者

に対す健康診断
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○使用者は、労働者の健康を保持増進するため、労働者に対して医師による健康
診断を行わなければなりません。



【Ａ】 ５．乗務員指導教育（一般）

【チェックポイント】

・指導監督指針の12項目について、年間計画表を作成し、毎年実施されてますか？ ❑

・運転者全員へ指導されてますか？ ❑
→ 指導後、試問や感想等で習熟度の評価（確認）が必要です。

・指導記録簿を作成し、３年間保存されてますか？ ❑

※「運転者への指導教育」については、P59～60の参考資料を参照

項目判定
❑ 適 ❑ 否

１．自動車運送事業は、営業所を一度離れると運行中の安全確保が運転者に委ねられるため、
高い安全意識と能力が求められることから、事業者において輸送の安全性を向上させるため
に「安全教育」を積極的に実施する必要があります。

２．乗務員に対する指導及び監督にあたっては「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転
者に対して行う指導及び監督の指針」（平成13 年国土交通省告示第1366 号）に基づき実施
しなければなりません。

1. 事業用自動車を運転する場合の心構え

2. 事業用自動車の運行の安全を確保するために遵守すべき基本的事項

3. 事業用自動車の構造上の特性

4. 貨物の正しい積載方法

5. 過積載の危険性

6. 危険物を運搬する場合に留意すべき事項

7. 適切な運行の経路及び当該経路における道路及び交通の状況

8. 危険の予測及び回避並びに緊急時における対応方法

9. 運転者の運転適性に応じた安全運転

10. 交通事故に関わる運転者の生理的及び心理的要因及びこれらへの対処方法

11. 健康管理の重要性

12. 安全性の向上を図るための装置を備える事業用自動車の適切な運転方法

指導教育の種類と内容
（国土交通大臣告示　第１３６６号）

（一般の運転者に対する指導）

　１、トラックを運転する場合の心構え

　２、トラックの運行の安全を確保するために遵守

　　　すべき基本的事項

　３、トラックの構造上の特性

　４、貨物の正しい積載方法

　５、過積載の危険性

　６、危険物を運搬する場合に留意すべき事項

　７、適切な運行の経路及び当該経路における
　　　道路交通の状況

　８、危険の予測及び回避

　９、運転者の運転適性に応じた安全運転

１０、交通事故に関る運転者の生理的及び心理的

　　　要因及びこれらへの対処方法

１１、健康管理の重要性

１２、安全性の向上を図るための装置を備える
　　　事業用自動車の適切な運転方法

　※上記１２項目及び下記のその他必要項目を
　 　年１回実施すること。

（その他必要な指導項目）

氏　　　名 備　考

（初任運転者の特別な指導の内容）

 １．一般の運転者に対する指導の１２項目

 ２．安全運転の実技

　※上記１（一般の運転者に対する指導）の指導
　　 する場合において、２．のうち日常点検に関す

　　 る事項、３．のうち車高、視野、死角、内輪差
　 　及び制動距離等に関する事、４．のうち貨物

　 　の積載方法及び固縛方法に関する事項につ

　　いては、実車を用いて指導すること。
　※上記１．を１５時間以上実施すること。

　※上記２．を２０時間以上実施すること。

乗　務　員　教　育　記　録　簿

年　　　　月　　　　日　(　　　）　　　　時　　　～　　　　時

場所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　実施者

教育の種類　　□一般　　□初任者　　□高齢者　　□事故惹起者

　　　　　　　　　　□運行管理者の補助者　　□整備管理者の補助者

教育内容～教育に使用したテキスト等を添付又は保存すること。

酒酔い運転、酒気帯び運転、過労運転、薬物等使用運

転、過積載運転、救護義務違反、最高速度違反、無免
許運転、無資格運転 コ　メ　ン　ト

8



【Ａ】 ６．日常点検

【チェックポイント】

・日常点検を行っていますか？ ❑

・運行可否の決定は、整備管理者又は整備管理者補助者が行っていますか？ ❑

・日常点検簿に整備管理者の確認印が押印されていますか？ ❑

・日常点検簿は整理されていますか？ ❑

項目判定
❑ 適 ❑ 否

１．事業用自動車は１日１回、運行前に目視等により自動車を点検するように定められています。
点検の結果不良箇所があった場合には、必要な整備をしてから運行を開始しなければなりませ
ん。運行前の日常点検は、貨物自動車運送事業にとっては欠くことのできない重要な業務です。

２．整備管理者は、法の定めにより、その業務として運転者または検査員が点検した結果により、
自動車の運行の可否を決定する義務があります。

３．運行管理者は、乗務前の点呼において、点検の実施またはその確認を行うことが義務付けられ
ています。すなわち、運行の可否は、整備管理者の決定に従わなければなりません。
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 整備管理者名 印 

 補助者名 印 

踏みしろ

ブレーキのきき

引きしろ

（踏みしろ）

かかり具合

異音

※ 低速、加速の状態

※ 噴射状態

ワイパー ※ 拭き取りの状態

◎ 空気圧力の上がり具合

◎ 排気音

※ 液量

液量

※ 液量

※ 水量

※ エンジン・オイルの量

張り具合

損傷

点灯・点滅具合

汚れ

損傷

空気圧

□ ディスク・ホイールの取付状態

亀裂

損傷

異状な摩耗

※ 溝の深さ

◎ タンク内の凝水

踏みしろ

ブレーキのきき

１

２

３

４

５

△印の点検箇所は、「自家用乗用など」に分類される自動車にあっては、定期点検の際に実施するなどして下さい。

□印の点検項目は、「大型車」の場合に点検して下さい。

点検終了後は、整備管理者等に結果を報告し、整備管理者等は点検結果を確認し車両の運行可否を決定し、確認の押印等をして下さい。

◎印の点検箇所は、エア・ブレーキが装着されている場合に点検して下さい。

◎ （踏みしろ、ブレーキのきき）※

タイヤ

かかり具合、異音※

引きしろ（踏みしろ）

ファン・ベルト△ 張り具合、損傷※

ブレーキ・ペダル 踏みしろ、ブレーキのきき

駐車ブレーキ・レバー(パーキング・ブレーキ・レバー)

点検項目 点検結果(○・×)

ウィンド・ウォッシャ・タンク

ブレーキ・バルブ

ブレーキのリザーバ・タンク

原動機

空気圧力計

ウィンド・ウォッシャ

点灯・点滅具合、汚れ、損傷

※印の点検項目は、自動車の走行距離や運行時の状況などから判断した適切な時期に行えばよいものです。

エア・タンク

灯火装置、方向指示器

バッテリ

ラジエータなどの冷却装置

潤滑装置

亀裂、損傷

（ブレーキ・ペダル）

運行可否の結果 可　・　否

車
の
周
り
か
ら
の
点
検

　

エ

ン

ジ

ン

・

ル

ー

ム

の

点

検

運
転
席
で
の
点
検

運行において異状が
認められた箇所

日 常 点 検 表

点検箇所

登録番号又は車番

点検実施者名

年　　月　　日 

《 P57-58 参考資料参照 》

雪道を走行する可能性がある場
合の安全確保の徹底

施行日：令和３年１月２６日

・整備管理者は、雪道を走行す
る自動車のタイヤについて、溝
の深さがタイヤ製作者の推奨す
る使用限度（※）よりもすり減って
いないことを確認すること。

・運行管理者は、雪道を走行す
る自動車について、点呼の際に
上記事項が確認されていること
を確認すること。

※国内メーカー等の冬用タイヤ
では、使用限度の目安として、溝
の深さが新品時の５０％まですり
減った際にプラットホームが溝部
分の表面に現れる。



【Ａ】 ７．定期点検

１．自動車運送事業の用に供する自動車は、３月毎に点検の時期、自動車の種別、
用途等に応じ国土交通省令で定める技術上の基準により自動車の点検をしなけ
ればなりません。

２．事業者は、点検整備記録簿を自動車に備え置き、点検または整備をしたときは、
遅滞なく、次に掲げる事項を記載しなければなりません。
① 点検の年月日
② 点検の結果
③ 整備の概要
④ 整備を完了した年月日
⑤ その他国土交通省令で定める事項

※記録簿の保存期間は１年

※平成３０年１０月から車両総重量８トン以上のトラック（トレーラ）及び乗車定員３０人以上の
バスについては、定期点検の項目に「スペアタイヤ等の取付状態」が追加されました。

【チェックポイント】
・点検の失念を防止するため等、年間点検計画表を作成していますか？ ❑

・使用している車両（有効期間のある車両）について、３ヶ月ごとの定期点検を
確実に行っていますか？ ❑
特に予備車や被牽引車が未点検となっていませんか？ ❑

・点検整備記録簿は自動車に備え付けていますか？ ❑

・記録簿の（写）等を営業所で保管し、点検状況の管理をされてますか？ ❑

・記録簿を１年間保存されてますか？ ❑

項目判定
❑ 適 ❑ 否
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【令和             年度分】

番

号 車両 番号 月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

（例） 岐阜１１を－１２３４ 予定 □ △ ◎21 △ △

実施 12 10 18 15 20
1 岐阜            － 予定

実施

＊     備     考
（１）３ヶ月点検は△、１２ヶ月点検は◎、臨時整備は□で記入。
（２）予定は黒字で、実績は赤字で実施日を記入。

定   期   点   検   整   備   計   画   表



【Ａ】 ８．過労運転

１．休憩睡眠施設
乗務員が有効に利用できるよう、休憩施設及び睡眠・仮眠施設を整備・保守管理しなければなりま
せん。

２．運転者の勤務時間と乗務時間
休憩または睡眠のための時間及び勤務が終了した後の休息の時間が十分に確保できるように、
国土交通大臣が告示で定める基準に従って、運転者の勤務時間 及び乗務時間を定めなければ
なりません。

３．乗務員の健康状態の把握
事業者は、酒気帯びの状態にある乗務員の乗務の禁止の他、常に乗務員の健康状態の把握に
努め、疾病、疲労、その他の理由により安全な運転をし、またはその補助をすることができない乗
務員を事業用自動車に乗務させてはなりません。

４．交替運転手の配置
運転者が長距離運転または夜間の運転に従事する場合に、疲労等により安全な運転を継続する
ことができないおそれがあるときは、あらかじめ、交替するための運転者を配置しておく必要があ
ります。

【チェックポイント】

・改善基準告示を遵守されてますか？ ❑

・運行計画表や拘束時間管理表を作成していますか？ ❑

・乗務前点呼時や日頃から、運転手の健康状態の把握に努めていますか？ ❑

項目判定
❑ 適 ❑ 否
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○改善基準告示(一部抜粋)

令和６年３月30日まで 令和６年4月1日から

1日 13時間以内 1日 13時間以内

最大16時間、15時間超が週2回限度 最大15時間、14時間超が週2回限度

1ヵ月 293時間以内 1ヵ月 284時間以内

1年 3,516時間以内 1年 3,300時間以内

1ヵ月 年６ヵ月まで320時間以内 1ヵ月 年６ヵ月まで310時間以内

1年 3,516時間以内 1年 3,400時間以内

2人乗務の場合　 1日 最大20時間 2人乗務の場合　 1日 最大20時間

2暦日 最大21時間 2暦日 最大21時間

夜間に4時間以上仮眠時間を与える場合は、

2週間に3回限度に24時間以内まで延長可

夜間に4時間以上仮眠時間を与える場合は、

2週間に3回限度に24時間以内まで延長可

基本 1日 継続8時間以上 基本 1日 継続11時間以上、9時間を下回らない

1日 1回4時間以上で合計10時間以上 1日 1回3時間以上で合計10時間以上

全勤務回数の2分の1を限度 全勤務回数の2分の1を限度

2人乗務の場合　 4時間まで短縮可 2人乗務の場合　 4時間まで短縮可

隔日勤務の場合 継続20時間以上 隔日勤務の場合 継続20時間以上

連続運転時間 ４時間を超えないこと 連続運転時間 ４時間を超えないこと

最大運転時間 2日を平均して１日9時間を超えないこと 最大運転時間 2日を平均して１日9時間を超えないこと

2週を平均して1週44時間を超えないこと 2週を平均して1週44時間を超えないこと

運転時間 運転時間

基本

労使協定を締結

基本

分割する場合 分割する場合

拘束時間

特

例 隔日勤務の場合

例外 労使協定を締結

休息期間

特

例

特

例

休息期間

拘束時間

特

例 隔日勤務の場合

例外

※令和６年４月からの改善基準告示の詳細についてはP46を参照



【Ａ】 ９．営業類似行為（白トラ）

事業者は傭車による運送を行う場合、自家用トラック（通称：白トラ）を使用する事業
者へ輸送の依頼を行ってはいけません。

【チェックポイント】
・繁忙期等に白トラを利用していませんか？ ❑

【Ａ】 １０．名義貸し・事業の貸渡し

１．事業者は、その名義を他人に貨物自動車運送事業のために利用させてはいけま
せん。また、事業の貸渡しその他いかなる方法をもってするかを問わず貨物自動車
運送事業を他人にその名において経営させてはいけません。

【チェックポイント】
・上記のとおり、名義貸しについては、実態から総合的に

判断されますが、疑われる管理となっていませんか？ ❑

２．「名義貸し行為」は、雇用関係、経理処理、運行管理、車両管理、事故処理等の
実態を踏まえたうえで、その事業実態がトラック事業の事業主体として負うべき危険
や責務を実質的に他人に背負わせ、その他人が事業を営んでいることとなっている
か否かを総合的に見て判断されます。

【Ａ】 １１．過積載運行

１．事業者は、最大積載量を超えて積載するような運送（過積載による運送）の引受
け、過積載による運送を前提とする運行計画の作成及び運転者その他の従業員に
対する過積載による運送の指示をしてはいけません。

２．事業者は、過積載による運送の防止について、運転者その他従業員に対する適
切な指導及び監督を怠ってはなりません。

【チェックポイント】
・最大積載量以上の運送の引受けを行っていませんか？ ❑
・過積載防止に関する指導を運転者へ行ってますか？ ❑

項目判定
❑ 適 ❑ 否

項目判定
❑ 適 ❑ 否

項目判定
❑ 適 ❑ 否
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【Ｂ】 １２．運転者台帳（従業員台帳）

１．事業者は、業務に必要な運転者を常時選任しておかなければなりません。
また、選任された運転者以外に、事業用自動車を運転させてはなりません。

２．事業者は、運転者ごとに次に掲げる事項を記載し、所定の写真を貼付した一定の
様式の運転者台帳を作成し、これを運転者の所属する営業所に備えておかなけれ
ばなりません。

（1）作成番号及び作成年月日
（2）事業者の氏名または名称
（3）運転者の氏名、生年月日及び住所
（4）雇入れの年月日及び運転者に選任された年月日
（5）道路交通法に規定する運転免許に関する次の事項

① 運転免許証の番号及び有効期限
② 運転免許の年月日及び種類
③ 運転免許に条件が付されている場合は、その条件

（6）事故を引き起こした場合または道路交通法第108 条の34（使用者に対する通
知）の規定による通知を受けた場合はその概要

（7）運転者の健康状態
（8）輸送安全規則第10 条第2 項（従業員に対する指導及び監督）の規定に基づく

指導の実施及び適性診断の受診の状況
（9）運転者台帳の作成前6 月以内に撮影した単独、上3 分身、無帽、正面、無背景

の写真

３．事業者は、運転者が転任、退職、その他の理由により運転者でなくなった場合は、
直ちにその運転者の運転者台帳に運転者でなくなった年月日及び理由を記載し、
これを3年間保存しなければならない。

【チェックポイント】

・選任運転者の数は把握されてますか？ ❑

・運転者台帳には必要事項を記載（次頁参照）し、選任運転者の人数分が
作成されていますか？ ❑

・転任・退職等で運転者でなくなった場合、その日から台帳を
３年間保存されてますか？ ❑

項目判定

❑ 適 ❑ 否選任運転者数 名
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【写真の貼り付けにつ
いて】
①デジカメでのカラー
コピーでも可
②免許証で顔が確認で
きる場合は貼る必要あ
りません。

【運転免許証関係】
最新の運転免許証の
（写し）の添付でも可
能です。
（※古いままとなって
いるケースが散見され
ます。）

◎道路交通法違
反履歴、自動車
事故歴の欄は、
事業用トラック
の乗車中につい
て対象となりま
す。

健康診断結果、
適性診断結果、
指導教育議事録
が、運転者台帳
と一緒に綴じて
いる場合は、各
欄に記入する必
要はありません。

※ は記載漏れが多い箇所
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【Ｂ】 １２－２．新たに運転者を雇用した時の確認事項

運転者として新たに雇用した者には、以下について確認や受診等をさせる必要があり
ます。

＜新たに雇用した者に共通＞
・雇用時の健康状況の把握（健康診断）

・・・・・・・・・・・・・・【Ａ】 ４．健康状態の把握（健康診断）（P7)参照
・事故歴の把握（運転記録証明書等）

・・・・・・・・・・・・・・【Ｂ】１３．「新規雇用運転者の事故歴の把握」（P16)参照

＜新たに雇用した者の経歴、年齢等の状況に応じて＞
・特定の運転者への適性診断の受診（初任診断、適齢診断、特定診断）

・・・・・・・・・・・・・・【Ｂ】１４．「適性診断」（P17) 参照
・特定の運転者への特別な指導の実施（初任運転者、高齢運転者、事故惹起運転者）

・・・・・・・・・・・・・・【Ｂ】１５．「特定運転者への特別指導」（P18)参照

【チェックポイント】
・点検日前、１年の間に新たに雇用した運転者がみえますか？ ❑
・新たに雇用した運転者の雇用時の健康状態を把握されましたか？ ❑
・新たに雇用した運転者の事故歴の把握をされましたか？ ❑
・新たに雇用した運転者の経歴・年齢等に応じた適性診断、

特別指導を実施されましたか？ ❑
・運転者台帳は作成されましたか？ ❑
※点検日前1年間に、新たに雇用した運転者がいない場合は「該当しない」

項目判定
❑ 適 ❑ 否
❑ 該当なし

新たに雇用した者が対
象となる「適性診断」及
び「特別指導」について
は、Ｐ５９～６０の

＜参考資料：特別指導
及び適性診断の対象と
なる運転者早見表＞
で確認できます。
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【Ｂ】 １３．新規雇用運転者の事故歴の把握

１．事業者は、運転者として新たに雇い入れた者について、運転記録証明書や
無事故・無違反証明書により過去の事故歴を把握し、事故惹起運転者に
該当するか否かを確認しなければなりません。（口頭確認は×）

２．確認の結果、事故惹起運転者（※）に該当した場合で、「特別な指導」や「適性
診断」を受けていない場合、 「特別な指導」や「適性診断」を実施しなければな
りません。

※事故惹起運転者
①死者又は重傷者（自動車損害賠償保障法施行令：第５条第２号又は第３号に掲げる傷害を

受けた者をいう）を生じた交通事故を引き起こした運転者
②軽傷者（同条第４号に掲げる傷害を受けた者をいう）を生じた交通事故を引き起こし、かつ、

当該事故前の３年間に交通事故を引き起こしたことがある運転者

【チェックポイント】
・採用時に運転記録証明書等で確認していますか？ ❑
・免許証での確認のみになっていませんか？ ❑

項目判定
❑ 適 ❑ 否

❑ 該当しない
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【Ｂ】 １４．特定運転者への適性診断

【チェックポイント】

○初任診断
・受診が必要な運転者がいますか？ ❑
・新たに雇い入れた者を乗務させる時、過去３年間の初任診断の受診状況を

確認されましたか？（確認できない場合は初任診断を） ❑

○適齢診断
・受診が必要となる、今年65歳になる運転者はいますか？ ❑

（※65歳になった日から１年以内に受診させる必要があります）
・65歳以上の運転者に、３年ごとに診断を受診させてますか？ ❑

○特定診断
・受診が必要な運転者がいますか？ ❑
・対象となる事故を起こした運転者に受診させましたか？ ❑
※特定運転者に該当する者がいない場合は「該当しない」
※特定運転者への「適性診断」と「特別指導」については、P59～60の参考資料を参照

適性診断には、特定の運転者（初任運転者、高齢運転者、事故惹起運転者） を対象 に
した診断（義務）と、これ以外の運転者を対象にした一般診断（３年に一度の受診を推奨）
があります。特定の運転者を対象とした適性診断は下表のとおりです。

項目判定
❑ 適 ❑ 否

❑ 該当しない

※新たに雇入れた者については、受診前に運転経歴証明書等により雇入れ前の事故歴
を把握し、事故惹起運転者に該当するか否かを確認する必要があります。※P16参照
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【Ｂ】 １５．特定運転者への特別指導

【チェックポイント】
○初任運転者への指導
・指導が必要な運転者はいますか？ ❑
・初めて乗務する前（やむを得ない場合は乗務開始後１ヶ月以内）に実施していますか？ ❑

○高齢運転者への指導
・指導が必要となる、今年65歳になる運転者はいますか？ ❑
・適性診断（適齢診断）の結果を踏まえた指導を、１ヶ月以内に実施していますか？ ❑

○事故惹起者への指導
・事故惹起者がいる場合、事故を引き起こした後、再度トラックに乗務する前

（やむを得ない場合は乗務を開始した後１ヶ月以内）に実施していますか？ ❑
○指導記録簿を作成し、３年間保存していますか？❑
※特定運転者に該当する者がいない場合は「該当しない」
※特定運転者への「適性診断」と「特別指導」については、P59～60の参考資料を参照

事業者は、特定の運転者（初任運転者・高齢運転者・事故惹起運転者） に対し、 交通事故の未
然防止を図るため、よりきめ細かな指導を実施する必要があります。
特定の運転者を対象とした特別指導の内容は下表のとおりです。

指導教育の種類と内容

（国土交通大臣告示　第１３６６号）

（一般の運転者に対する指導）

　１、トラックを運転する場合の心構え

　２、トラックの運行の安全を確保するために遵守

　　　すべき基本的事項

　３、トラックの構造上の特性

　４、貨物の正しい積載方法

　５、過積載の危険性

　６、危険物を運搬する場合に留意すべき事項

　７、適切な運行の経路及び当該経路における

　　　道路交通の状況

　８、危険の予測及び回避

　９、運転者の運転適性に応じた安全運転

１０、交通事故に関る運転者の生理的及び心理的

　　　要因及びこれらへの対処方法

１１、健康管理の重要性

１２、安全性の向上を図るための装置を備える

　　　事業用自動車の適切な運転方法

　※上記１２項目及び下記のその他必要項目を

　 　年１回実施すること。

（その他必要な指導項目）

氏　　　名 備　考

（初任運転者の特別な指導の内容）

 １．一般の運転者に対する指導の１２項目

 ２．安全運転の実技

　※上記１（一般の運転者に対する指導）の指導

　　 する場合において、２．のうち日常点検に関す

　　 る事項、３．のうち車高、視野、死角、内輪差

　 　及び制動距離等に関する事、４．のうち貨物

　 　の積載方法及び固縛方法に関する事項につ

　　いては、実車を用いて指導すること。

　※上記１．を１５時間以上実施すること。

　※上記２．を２０時間以上実施すること。

乗　務　員　教　育　記　録　簿

年　　　　月　　　　日　(　　　）　　　　時　　　～　　　　時

場所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　実施者

教育の種類　　□一般　　□初任者　　□高齢者　　□事故惹起者

　　　　　　　　　　□運行管理者の補助者　　□整備管理者の補助者

教育内容～教育に使用したテキスト等を添付又は保存すること。

酒酔い運転、酒気帯び運転、過労運転、薬物等使用運

転、過積載運転、救護義務違反、最高速度違反、無免

許運転、無資格運転 コ　メ　ン　ト

項目判定
❑ 適 ❑ 否

❑ 該当しない

※特定の運転者
・初任運転者：新たに雇入れられた者。ただし、初めてトラックに乗務する前３年間に、貨物自動車

運送事業者の運転者として常時選任されたことがある者は除く。
・高齢運転者：65歳以上の運転者
・事故惹起運転者：死亡、重傷事故を引き起こした運転者
※新たに雇入れた者については、指導前に運転経歴証明書等により雇入れ前の事故歴 を把握し、事故惹

起運転者に該当するか否かを確認する必要があります（P16参照）。
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【Ｂ】 １６．車両台帳

事業者は、車両ごとに下記に掲げる事項を記載した「車両台帳」を作成し、営業所に備え付けなければなりま
せん。なお、有効期間のある「自動車検査証」と「自賠責保険証」の写しを綴り、「車両台帳」の代わりとすること
も可能です。

（１）自動車登録番号 （７）最大積載量
（２）初度登録年月 （８）車両総重量
（３）型式 （９）有効期間
（４）車名 （10）Nox・PM法、基準緩和に係る事項
（５）車台番号 （11）配属営業所
（６）自動車の種別 （12）自賠責保険に係る事項（保険証の（写）添付でも可）

※令和５年１月から車検証が電子化され、車検証の取り扱いが変更されました。
電子車検証の写しを備え付けていても、最新の上記事項が不足している場合は、閲覧アプリを利用しICカード
リーダで読み取った情報を備え付ける必要があります（P47参照）。

【チェックポイント】
・配置車両数分の車両台帳を作成していますか？ ❑

・車検証と自賠責保険証の写しを綴って車両台帳としている場合、
両者ともきちんと揃っていますか？また、有効期間は切れていませんか？ ❑

・電子車検証の写しを備え付けている場合、車両台帳に必要な項目は不足していませんか？ ❑
※不足があれば、閲覧アプリを利用しICカードリーダで読み取った情報を備え付ける必要があります。

項目判定
❑ 適 ❑ 否
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【Ｂ】 １７．営業所ごとの配置車両

【わが社（営業所）の配置車両数の状況】

※営業所の配置車両数を下記に記載し把握

＜貨物自動車運送事業法上の種別区分＞

普通 小型 牽引 被牽引

事業用自動車の数

【チェックポイント】
・国への届出車両数と実在車両数に相違はありませんか？ ❑
（普通と小型の区分で相違が散見されます。

「小型」は主に「４ナンバー（ライトバンなど）等」の車両です）

項目判定
❑ 適 ❑ 否

車検証の「自動車の種別」欄で確認
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【Ｂ】 １８．運行記録計

運行記録計の装着を義務付けられている車両は、次のとおりです。

（１）車両総重量が７ トン以上または最大積載量が４ トン以上の普通自動車である
事業用自動車

（２）車両総重量が７ トン以上または最大積載量が４ トン以上の被けん引自動車を
牽引する牽引自動車

（３）特別積合せ貨物運送に係る運行系統に配置する事業用自動車（運行車）

※記録計の保存期間は１年

＜運行記録計の活用方法＞

（１）運行記録計により運行状態の分析を行い、乗務員の指導に活用

（２）運行記録計と乗務記録を確認しながら、速度・距離・時間、及び休憩等に無理が
ないかどうかを調べ、必要に応じて指導

（３）制限速度を超えた者、運行速度に著しくムラがある者については、注意指導

（４）運行記録計装着の義務付け車両で、高速道路走行における制限速度を超えた
者については、速度抑制装置に問題が生じているおそれがあるので、運転者と
車両のチェック

（５）過労運転を防止するために、１日当たりの拘束時間の点検と休息期間が適切で
あるかチェック

【チェックポイント】

・運行記録計の装着を義務付けられている車両全てに、
装着していますか？ ❑

・運行記録計の記録をチェックされてますか？ ❑
・運行記録計の記録を１年間保存していますか？ ❑

※配置している車両全てが、「装着義務車両」でない場合は「該当しない」

項目判定
❑ 適 ❑ 否
❑ 該当しない



運行管理者の選任・受講状況
選任者氏名(　　　　　　　　　　 　) 受講日(　　　 　  年 　  月   　日)
選任者氏名(　　　　　　　　　　 　) 受講日(　　　 　  年 　  月   　日)
選任者氏名(　　　　　　　　　　 　) 受講日(　　　 　  年 　  月   　日)
選任者氏名(　　　　　　　　　　 　) 受講日(　　　 　  年 　  月   　日)

【Ｂ】 １９．運行管理者の選任・届出及び講習

＜「選任」について＞
１．事業者は、運行の安全の確保に関する業務を行わせるために、運行管理者資格者証の交付

を受けている者から、運行管理者を選任しなければならない。

２．複数の運行管理者を有する営業所にあっては、
統括運行管理者を選任しなければならない。

＜「届出」について＞
事業者は、運行管理者を選任または解任したときは、
遅滞なく（遅くとも１週間以内）その旨を国土交通大臣に
届け出なければならない。

＜「講習」について＞
１．講習には、「基礎講習」「一般講習」「特別講習」の３種類があります。

基礎講習：運行管理を行うために必要な法令、業務等に関する基礎的な知識の習得
一般講習：運行管理を行うために必要な法令、業務等に関する最新の知識の習得
特別講習：自動車事故又は輸送の安全に係る法令違反の再発防止を目的とした講習

２．各講習は次の時期に講習を受ける必要があります。

①新たに選任した運行管理者は、選任届出した日の属する年度に「基礎講習」又は「一般講習」を
受講（※基礎講習を受講していない運行管理者は「基礎講習」の受講が必要）

②死者又は重傷者を生じた事故を引き起こした場合、貨物自動車運送事業法第３３条の規定による
処分（輸送の安全に係るもの）の原因となった違反行為をした場合（以下「事故等」）に、事故等が
あった日から１年（やむを得ない理由がある場合は１年６月）以内に「特別講習」を受講

③既に選任されている運行管理者は、最後に受講した年度の翌々年度以後２年度ごとに「一般講
習」を受講。

【チェックポイント】
・車両数に応じた「運行管理者」を選任届出されてますか？ ❑
・新たに選任届出した運行管理者は、年度内に講習を受講

されてますか？ ❑
・選任されている運行管理者は、２年ごとの講習を受講

されてますか？ ❑

項目判定
❑ 適 ❑ 否

事業用自動車の両数（被けん引車を除く） 運行管理者数

　　　　　　　　　29両まで 1人
　30両から　59両 2人
　60両から　89両 3人
　90両から119両 4人
120両から149両 5人
150両から179両 6人
180両から209両 7人
210両から239両 8人
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【わが社（営業所）の運行管理者情報】 ※下記へ氏名と講習受講日を記載しておきましょう。



【Ｂ】 ２０．整備管理者の選任・届出・研修

＜「選任」について＞
１．事業者（自動車の使用者）は、自動車の点検及び整備並びに自動車車庫の管理に関して、特に

専門的知識を必要とする整備管理者を選任。
２．自動車運送事業に使用する自動車が５両以上の場合、使用の本拠ごとに、一定の要件を備え

る者のうちから整備管理者を選任。
３．整備管理者には、次の要件を有する者を選任することができる。

（１）整備の管理をする自動車（二輪を除く）の点検若しくは整備または整備の管理に関して２年
以上の実務の経験を有し、地方運輸局長が行う研修を修了した者

（２） 自動車整備士技能検定に合格した者
（３）上記と同等の技能として、国土交通大臣が告示で定める基準以上の技能を有する者

＜「届出」について＞
事業者は整備管理者を選任した時は、その日から１５日以内に地方運輸局長にその旨を届け出な
ければならない。※変更した時も同様

＜「選任後研修」について＞
○整備管理者は、常に整備管理に関する知識・能力の維持に努め、道路運送車両の運行に係る関

係法令の改正・関係通達等を熟知しておく必要があるため、地方運輸局長が行う研修を必ず受
講する義務があります。

○受講時期
①既に選任されている整備管理者は、最後に受講した年度以後、２年度ごとに受講
②新たに選任された整備管理者は、選任された日の属する年度の翌年度末日までに受講し、以後

２年度ごとに受講（ただし、過去に同一事業者において整備管理者として選任されていた場合（他
営業所での選任も含む）は、選任された日の属する年度内に受講しなければなりません）

○平成３０年１０月に受講通知が廃止されましたので、失念防止が重要になります。
貴社整備管理者の受講履歴を自社管理して下さい。

【チェックポイント】

・人事異動等により整備管理者に変更があった場合、
変更の届出を失念していませんか？ ❑

・選任されている整備管理者に、２年度ごとの研修を受講されてますか？ ❑

項目判定

❑ 適 ❑ 否
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整備管理者の選任・受講状況
選任者氏名(　　　　　　　　　　 　) 受講日(　　　 　  年 　  月   　日)
選任者氏名(　　　　　　　　　　 　) 受講日(　　　 　  年 　  月   　日)
選任者氏名(　　　　　　　　　　 　) 受講日(　　　 　  年 　  月   　日)
選任者氏名(　　　　　　　　　　 　) 受講日(　　　 　  年 　  月   　日)

【わが社（営業所）の整備管理者情報】 ※下記へ氏名と研修受講日を記載しておきましょう。



【Ｂ】 ２１．事業計画（事業施設の住所等の状況）

＜「住所」「主たる事務所」「役員」等の届出や 「営業所」「車庫」等に係る認可申請について＞

１．事業者は、「会社の住所（商業登記簿謄本上の位置）」、「主たる事務所の位置」、
「役員」に変更があった場合、届出を遅滞なく行わなければなりません。

２．事業者は、「営業所位置」「休憩施設位置及び収容能力」「車庫の位置及び収容
能力」に変更があった場合、認可を受ける必要があります。

３．「届出」「認可申請」の区分及び「届出書」「認可申請書」は以下のとおりです。

○届出書・認可申請書様式

※届出書・認可申請書様式は、
以下から入手できます。

〇岐阜運輸支局ＨＰトップの「様式集」
↓

「輸送監査担当」
【貨物】・事業計画変更認可申請

・事業計画変更（増車・減車）
事前届
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○事業計画変更届及び認可申請の区分
変更する事項 届出・認可の別

事業者の氏名、名称又は住所 遅滞なく届出

主たる事務所の位置 遅滞なく届出

役員（代表権を有する） 遅滞なく届出

役員（代表権を有しない）
前年7/1～6/30までの間の変更
は、毎年7/31までに届出

営業所の名称 遅滞なく届出

営業所の位置 認可申請

行政区域内の営業所の位置 遅滞なく届出

自動車車庫の位置及び収容能力 認可申請

休憩又は睡眠施設の位置及び収容能力 認可申請

事業用自動車の数 事前届出または認可申請

令和 年 月 日

事業計画変更認可申請書

事業計画変更届出書

施行規則に基づく届出書

①主たる事務所 ⑧利用運送の業務の範囲

②営業所 ⑨利用運送の保管施設

③休憩・睡眠施設 ⑩利用する事業者の概要

④自動車車庫 ⑪事業の休止

⑫事業の廃止

⑬氏名・名称又は住所

⑥利用運送を行うかどうかの別 ⑭役員

⑦利用運送の営業所 ⑮その他

中 部 運 輸 局 長

岐 阜 運 輸 支 局 長
殿

一般貨物自動車運送事業の
（特別積合せ貨物運送を除く）

変更・届出事項

⑤各営業所に配置する事業用自動車の
　 種別ごとの数



【チェックポイント】
・届出事項等に失念はありませんか？ ❑
・特に営業所や車庫に関し、新設又は廃止、面積等の変更

がある場合、認可申請が必要です。失念はありませんか？❑

項目判定
❑ 適 ❑ 否

【自社（営業所）の事業施設状況】 ※下記に記載しておきましょう。

正確な名称・所在地がわからない場合、適正化実施機関へ問い合わせて下さい。 ℡：058-279-3771
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【Ｂ】 ２２．就業規則

１．常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成しなければなりません。
（労働基準法第89条）

■ 労働者には、パートタイム労働者や臨時労働者等も含まれます。
■ 常時10人未満の労働者を使用する使用者は、就業規則について法的な作成および届出義務
はありませんが、人材の確保や従業員との無用なトラブルの未然防止などの効用を考えれば、就
業規則を作成しておくことが望まれます。

２．常時10人以上の従業員を使用する事業場において、使用者が就業規則を作成したとき、または、
就業規則の内容を変更したときは、従業員代表の意見書を添付して、所轄労働基準監督署長に届
け出なければなりません（原則、事業場ごとに届け出）。

（労働基準法第89条、第90条）

＜就業規則作成のメリット＞
■ 職場の労働条件と服務規律を明確にすることにより、
① 使用者にとっては、職場秩序を確立し、組織的、効率的な企業運営ができます。
② 従業員にとっては、労働条件がはっきりし、安心して働くことができます。

項　　　　　目 名　　　称 位　　　　　　　　　　　　置 収容能力
事業者の住所
（商業登記簿謄本上の位置）

主たる事務所の位置

営業所の名称及び位置

休憩施設の位置
　　及び収容能力

㎡

睡眠施設の位置
　　及び収容能力

㎡

自動車車庫の位置
　　及び収容能力

㎡

㎡

【チェックポイント】
・就業規則を、管轄する労働基準監督署に届出しなければ

ならない事業場において届出されてますか？ ❑
・事業場が複数ある場合で、本社で一括届出している場合、

届出の写しが各事業場に備え付けてありますか？ ❑
※労働者が常時10名未満の営業所は「該当しない」

項目判定
❑ 適 ❑ 否
❑ 該当しない



【Ｂ】 ２３．労働保険（雇用保険・労災保険）

１．労働保険とは雇用保険と労災保険を総称したもので、労働者を雇用する事業が
開始された日から保険関係が生じ、保険加入者（事業主）は、保険者（政府）に保険
料を納付する義務を負い、被保険者（労働者）は保険事故が生じた場合に保険者に
対して保険給付を請求する権利を持つ。
・雇用保険 ：従業員の雇用の安定や就職の促進を目的として作られた保険
・労災保険 ：従業員の業務中や通勤中の事故・災害によって生じた傷病、死亡等に対する保険

２．適用事業所と加入基準等

・労働者を１人でも雇用する場合は、原則、適用事業所となります。
・適用事業所に雇用されている労働者は、本人の意思にかかわらず原則として被保
険者になります。
※被保険者の加入基準については、以下の＜労働保険加入基準＞を参照下さい。

３．問い合わせ先 雇用保険 ⇒ ハローワーク
労災保険 ⇒ 労働基準監督署または労働局

. 労災保険（労働者災害補償保険） 雇用保険
雇用される労働者は原則として被保険者となる。
但し、以下は除かれる。
①季節的事業（4ヵ月以内の期間を予定して行われるも
の）に雇用される人
②昼間学生
③臨時内職的に雇用される人

次の要件を全て満たしていれば、被保険者となる。
①1週の所定労働時間が20時間以上であること
②31日以上の雇用の見込みがあること

③賃金や労働時間、その他の労働条件が就業規則、
雇用契約書、雇入通知書等に明確に定められているこ
と

代表権、業務執行権を有する役員は対象とならない。 原則として役員は被保険者とはならない。
但し、同時に部長、支店長、工場長等の従業員として
の身分を有する人（.取締役営業部長など）は、服務態
様、賃金、報酬等の面から見て、労働者的性格が強く、
雇用関係があると認められる人に限り、被保険者とな
る。
この場合、職安へ「兼務役員雇用実態証明書」の提出
が必要である。

原則として対象とならない。 原則として対象とならない。
但し、次の条件を満たしていれば、対象となる。 但し、次の条件を満たしていれば、対象となる。
①事業主の指揮命令に従っていることが明確であるこ
と

①事業主の指揮命令に従っていることが明確であるこ
と

②労働時間の管理や賃金の支払が、就業規則等の定
めにより、他の労働者と同様になされていること

②労働時間の管理や賃金の支払が、就業規則等の定
めにより、他の労働者と同様になされていること
③事業主と利益を一にする地位（役員等）にないこと

　この場合、職安へ「同居の親族雇用実態証明書」の
提出が必要である。

■労働保険加入の基準■

法人の役員
役員等であっても、事実上業務執行権を有する役員等
の指揮監督を受けて労働に従事し、その対償として賃
金を得ている人は対象となる。

事業主と同居して
いる親族

基本的な考え方
労働者は、正社員、日雇、パート、アルバイト等、名称
及び雇用形態に関わらず、労働の対価として賃金を受
けるすべての人が対象となる。

パートタイム 全て対象となる。
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【チェックポイント】
・上記「加入基準」「チェック表」により「労働保険加入状況」を

点検されましたか？ ❑
・加入対象者は加入されてますか？ ❑
・保険料を納付されてますか？ ❑

項目判定
❑ 適 ❑ 否

○労働保険加入状況チェック表 （人）
加入対象者 対象者数 加入者数 未加入者数 適用除外の者

役員以外の管理者
（運行管理者等）

事務員

乗務員 運転者

運送事業
に係る

管理部門

【Ｂ】 ２４．社会保険（健康保険・厚生年金保険）

１．社会保険とは、老後の生活、病気、怪我などのリスクから従業員及びその家族の生活を
保障するもので、企業や従業員が自由に加入・非加入を決めるものではありません。

・健康保険 ：従業員やその家族の傷病等に対する保険
・厚生年金保険 ：従業員の老後の生活、障害、死亡に対する保険

２．適用事業所と加入基準等

株式会社などの法人の事業所、または従業員が常時5人以上いる個人の事業所は
適用事業所となり、常時使用 される人は、国籍や性別、年金の受給の有無にかかわ
らず、被保険者となる。
※厚生年金保険は、原則７０歳に達するまでの加入となります。
※被保険者の加入基準については、次頁の＜労働保険・社会保険の加入基準一覧＞を

参照して下さい。

３．問い合わせ先：日本年金機構

【わが社（営業所）の労働保険の加入状況】 ※下記に記載しておきましょう。
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【チェックポイント】
・上記「加入基準」「チェック表」により「社会保険加入状況」を

点検されましたか？ ❑
・加入対象者は加入されてますか？ ❑
・保険料を納付されてますか？ ❑

項目判定
❑ 適 ❑ 否

○社会保険加入状況チェック表 （人）
対象者数 加入者数 未加入者数 適用除外の者

役員以外の管理者
（運行管理者等）

事務員

乗務員 運転者

運送事業
に係る

管理部門

加入対象者

役　　　員

. 健康保険・厚生年金保険
適用事業所に常時雇用される人は、全て被保険者とな
る。

■社会保険加入の基準■

事業主と同居して
いる親族

被保険者となる。

法人の役員
役員は代表者を含め、法人に使用される人として扱わ
れ、被保険者となる。

◆試用期間中の社会保険の取扱いについて ： 法律上の雇用契約や
本人の同意にかかわりなく、常時使用される場合は使用し始めた日
から被保険者となる。

基本的な考え方

但し、70歳以上の人は原則として厚生年金保険に入ら
ず、健康保険のみに加入する。
７５歳以上になると健康保険の被保険者から外れる（平
成20年4月以降、後期高齢者制度に移行するため）
７０歳未満の年金受給者でも厚生年金保険に加入する
義務がある。

パートタイム

1日または1週間の労働時間及び１ヵ月の労働日数が、
同業の業務に従事する通常の従業員の4分の3以上あ
る場合に、被保険者になる。(なお、500人超の事業所
においては4分の3未満であっても、①週の所定労働時
間が20時間以上②雇用期間が1年以上③賃金月額が
8.8万円以上④学生でない　に該当する方は適用とな
る。）

【わが社（営業所）の労働保険の加入状況】 ※下記に記載しておきましょう。
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【Ｃ】 ２５．事故記録簿

事業者は、事業用自動車に係る事故が発生した場合には次に掲げる事項
を記録し、その記録を当該事業用自動車を配置する営業所に３年間保存
しなければなりません。

（1）乗務員の氏名
（2)自動車の登録番号
（3）事故の発生日時
（4）事故の発生場所
（5）事故の当事者（乗務員を除く）の氏名
（6）事故の概要（損害の程度を含む）
（7）事故の原因
（8）再発防止策

【チェックポイント】
・事故が発生した場合、事故記録簿を作成し、

３年間保存してありますか？❑
※点検日より遡って3年間に事故は発生していない場合は、「該当しない」

項目判定
❑ 適 ❑ 否
❑ 該当しない
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【Ｃ】 ２６．「事故報告書」

事業者は、その使用する自動車について、自動車事故報告規則の第２条（定義）各号の事故があっ
た場合には、自動車事故報告書を３０日以内に３通、その自動車の使用の本拠の位置を管轄する
運輸監理部長または運輸支局長を経由して国土交通大臣に提出しなくてはならない。
※保存期間：事故発生後３年間（貨物自動車運送事業報告規則）

事故（定義）
１． 自動車が転覆し、転落し、火災（積載物品の火災を含む）を起こし、又は鉄道車両を衝突若しく

は接触したもの。
２． １０台以上の自動車の衝突又は接触を生じたもの。
３． 死者又は重傷者（１４日以上の入院を要する傷害で、医師の治療期間が３０日以上のもの）を

生じたもの。
４． １０人以上の負傷者を生じたもの。
５． 自動車に積載された次に掲げるものの全部若しくは一部が飛散し、又は漏洩したもの。

① 消防法第２条第７項に規定する危険物
② 火薬類取締法第２条第１項に規定する火薬類
③ 高圧ガス保安法第２条に規定する高圧ガス
④ 原子力基本法第３条第２項に規定する核燃料物質及びそれらによって汚染された物
⑤ 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第２条第２項に規定する放射

性同位元素及びそれによって汚染された物
⑥ シアン化ナトリウム又は毒物及び劇物取締法施行令別表第２に掲げる毒物又は劇物
⑦ 道路運送車両の保安基準第４７条第１項第３号に規定する可燃物

６． 自動車に積載されたコンテナが落下したもの。
７． 酒気帯び運転、無免許運転、大型自動車等無資格運転又は麻薬等運転を伴うもの。
８． 運転者の疾病により、事業用自動車の運転を継続することができなくなったもの。
９． 救護義務違反があったもの。

１０． 自動車の装置の故障により、自動車の運行ができなくなったもの（乗務員以外の者の修理等に
より運行を再開したものも含む）。

１１． 車輪の脱落、被牽引自動車の分離を生じたもの（故障によるものに限る）。
１２． 橋脚、架線その他の鉄道施設を損傷し、３時間以上本線において鉄道車両の運転を休止させ

たもの。
１３． 高速道路等において、３時間以上自動車の通行を禁止させたもの。
１４． 上記に掲げるもののほか、自動車事故の発生の防止を図るために国土交通大臣が特に必要

と認めて報告を指示したもの。

【チェックポイント】

・上記、事故（定義）に該当する事故がありましたか？ ❑
・あった場合、報告期限内に報告されてますか？ ❑
※点検日より遡って３年間に自動車事故報告規則に定められている事故が発生していない場合は「該当しない」

項目判定
❑ 適 ❑ 否
❑ 該当しない

※「下線」を付した事由の事故や、事故に関し報道機関による報道があった時など社会的影響が大きいと認
められる時、また脳疾患・心臓疾患・意識喪失に起因すると思われる事故は、電話・FAX等その他適当な方法
により、24時間以内においてできる限り速やかに運輸支局長に速報する必要があります。
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【Ｃ】 ２８．整備管理規程

整備管理者は日常点検の実施方法等の整備管理者の権限 （車両法施行規則第３２条に掲げる
事項）の執行に係る基準に関する規程を定める必要があります。

＜整備管理者の主な権限＞
・日常点検の実施方法 ・運行の可否の決定 ・定期点検の実施
・必要な整備 ・整備の実施計画 ・点検・整備記録簿の管理
・車庫の管理 ・指導・監督

【直近の主な改正内容】
○ 「分解整備」→「特定整備」の改正を反映
○ 冬用タイヤの点検整備について明記
○ 車輪脱落事故防止対策に関する事項の追記
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【Ｃ】 ２７．運行管理規程

１．事業者は、運行管理者等が的確かつ円滑に事業用自動車の運行の安全の確保に
関する業務を行うために、運行管理者等の職務や権限、並びに事業用自動車の運
行の安全に関する業務の処理基準等を定めた運行管理規程を作成しなければなり
ません。

２．運行管理規程は、少なくとも運行管理者等がその業務を行うに足りる権限を規定し、
さらに自社の実態を十分考慮して実施すべき業務等をあらたに加え、運行管理の
実施に支障が生じないものにしなければなりません。

３．運行管理規程は、関係法令等の改正があった場合、その内容が規程に反映されて
いなければなりません。

【チェックポイント】

・運行管理規程を制定し備え付けてありますか？ ❑

・最近の関係法令等の改正があった内容が、規程に反映されたものですか？❑

項目判定
❑ 適 ❑ 否

当社の制定・改訂年月日 ： 年 月 日

【チェックポイント】
・整備管理規程を制定し備え付けてありますか？ ❑ 項目判定

❑ 適 ❑ 否当社の制定・改訂年月日 ： 年 月 日



【Ｄ】 ２９．３６協定

１．労働者を法定労働時間（1日8時間、1週40時間）を超えて労働させる
場合や、法定休日（1週1日または4週を通じて4日）に労働させる場合
には、労働組合（労働組合がない場合には労働者の過半数を代表
する者）と書面による協定を予め締結しておかなければならない。

２．締結した協定は、労働基準監督署に届け出なければならない。

【チェックポイント】
・時間外労働がある場合、

３６協定を締結し届出していますか？❑

・締結した協定は期限切れになっていませんか？❑

項目判定
❑ 適 ❑ 否
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参考：働き方改革関連法の主な内容と施行スケジュール



【Ｄ】 ３０．事業報告書 ３１．事業実績報告書

事業者は、事業報告書及び事業実績報告書を定められた期限までに運輸支局へ提
出する必要があります（貨物自動車運送事業報告規則）。※本社のみ

事業報告書 → 毎事業年度経過後１００日以内に提出
※３月末決算ならば「７月１０日まで」

（事業者の決算月により提出時期が異なる）

事業実績報告書 → 毎年４月１日から３月３１日までの輸送実績について
※７月１０日までに提出（全事業者同じ提出期日）

「事業報告書」 「事業実績報告書」

【チェックポイント】
・報告期限までに提出されていますか？❑
※事業報告書及び事業実績報告書を提出すべき営業所でない場合は「該当しない」 項目判定

❑ 適 ❑ 否
❑ 該当しない

○事業報告書のメモ
当社の決算月日： 月 日 報告期限： 月 日

※報告は主たる事務所（本社）から提出
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※新たに貨物自動車利用運送を行おうとする場合や一般貨物自動車運送事業の営業所
新設（増設）、一定の規模以上の増車など、事業拡大となる認可申請を行う場合には
両報告書の提出が必須となりますので、提出忘れにご注意下さい。



【Ｄ】 ３２．運輸安全マネジメント

【チェックポイント】
・上記「２．事業者が公表する内容」を定め公表されてますか？ ❑
（公表手段：自社ＨＰ・広報誌、報道機関へのプレス発表、営業所等自社施設への掲示）

項目判定
❑ 適 ❑否

＜運輸安全マネジメント制度とは？＞
輸送の安全確保は運輸事業の根幹を成すもので、利用者である国民（荷主等）に信頼される輸送サービスの実
現には必要不可欠です。「運輸安全マネジメント制度」とは、運輸事業者自らが経営トップから現場まで一丸とな

り安全管理体制を構築し、継続的に繰り返すことで「安全意識の浸透」と「安全風土の構築」を目指す取組です。
具体的には、
・ＰｌＡｎ（計画）

輸送の安全確保を図るための計画を作成する
・Ｄｏ（実施）

作成した計画に基づいて安全対策を実施する
・ＣｈｅＣｋ（評価）

実施した結果、どんな効果があったか評価する
・ＡＣｔ（改善）

改善点を整理しさらに計画を見直し実施する
を繰り返し輸送の安全の向上を図っているものです。

“従業員や荷主に対し「安全意識の浸透」と
「安全風土の構築」 をアピール “

１．運輸安全マネジメントの実施の徹底と安全に関する情報の公表・義務
全事業者は、輸送の安全が最も重要であることを自覚し、運輸安全マネジメントの実施により絶えず輸送の
安全性の向上に努めなければなりません。その上で、安全規則に基づき輸送の安全にかかわる情報を、毎
事業年度の経過後100 日以内に外部に対して公表しなければなりません。

２．事業者が公表する内容
① 輸送の安全に関する基本的な方針
② 輸送の安全に関する目標及び当該目標の達成状況
③ 自動車事故報告規則第2 条に規定する事故に関する統計

（総件数及び類型別の事故件数）
④ 安全管理規程（※安全管理規程義務付け事業者のみ）
⑤ 輸送の安全のために講じた措置及び講じようとする措置
⑥ 輸送の安全に係る情報の伝達体制その他の組織体制
⑦ 輸送の安全に関する教育及び研修の実施状況
⑧ 輸送の安全に係る内部監査の結果並びにそれに基づき

講じた措置及び講じようとする措置
⑨ 安全統括管理者に係る情報

（※安全管理規程義務付け事業者のみ）
⑩ 安全規則に基づく行政処分を受けた時は、その「処分内容」

及び「改善報告書」
※安全管理規程義務付け事業者

→事業用自動車を２００両以上保有する事業者(H30.4より)

＜公表の様式例＞
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＜自主判定＞ 事業者の皆さん（社長さん）！ 点検の結果はどうでした？

点検項目によっては、荷主の協力や理解が必要となる項目（「【Ａ】１．点呼」
や「【Ａ】８．過労運転」）もあるかと思いますが、まずは、自社で管理できる項
目を確実に管理していくことから始めましょう。

自社でできる管理項目を確実に実施していくことは、
法令遵守の観点や、行政処分量定のリスク軽減、
巡回指導の総合評価アップにつながるのか・・了解

では、ためしに、全体的な評価を「自主判定」してみましょう。

Ｓ ｔ ｅ ｐ ２
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１．各項目ごとの最後の「チェックポイント（ ）」の「適」（ ）の数を集計し
「適｣の比率を算出して下さい。

【点検結果集計表】

１．点呼 適・否 １６．車両台帳 適・否

２．乗務記録 適・否 １７．配置車両数 適・否

３．運行指示書
（運行指示書の作成が必要な運行がある場合)

適・否・該当しない １８．運行記録計
(装着義務のある車両を配置している場合)

適・否・該当しない

４．健康状態の把握（健康診断） 適・否 １９．運行管理者の選任・届出・講習 適・否

５．乗務員への指導教育 適・否 ２０．整備管理者の選任・届出・研修 適・否

６．日常点検 適・否
２１．事業計画

（事業施設の住所等の状況）
適・否

７．定期点検 適・否
２２．就業規則
（常時１０人以上の労働者を使用する事業

所）

適・否・該当しない

８．過労運転 適・否
２３．労働保険

（雇用保険・労災保険）
適・否

９．営業類似行為 適・否
２４．社会保険

（健康保険・厚生年金保険）
適・否

１０．名義貸し・事業の貸渡し 適・否
２５．事故記録簿

(事業用自動車に係る事故が発生

した場合)

適・否・該当しない

１１．過積載運行 適・否 ２６．事故報告書
(事故報告規則に定める事故を起こした場合)

適・否・該当しない

１２．運転者台帳 適・否 ２７．運行管理規程 適・否

12-2.新たに運転者を雇用

した場合に確認する事項
適・否・該当しない ２８．整備管理規程 適・否

１３．新規雇用運転者の

　　　事故歴の把握
適・否・該当しない ２９．３６協定 適・否

１４．特定運転者への

　　　適性診断
適・否・該当しない

３０．事業報告書

　　　(本社営業所のみ）
適・否・該当しない

１５．特定運転者への

　　　特別指導
適・否・該当しない

３１．事業実績報告書

　　　(本社営業所のみ）
適・否・該当しない

３２．運輸安全マネジメント 適・否

①「適」の数：　　　 個

②点検項目の数：　　 個

③該当しないの数： 個

A

B

B

C

D

①÷（①＋②）＝ ％



☆イメージ
Ａ評価：健康

Ｂ評価：経過観察

Ｃ評価：再検査

Ｄ評価：要精検

Ｅ評価：入院、治療

【総合評価】 「適」の比率

Ａ評価： ９０％以上

Ｂ評価： ８０％以上～９０％未満

Ｃ評価： ７０％以上～８０％未満

Ｄ評価： ６０％以上～７０％未満

Ｅ評価： ６０％未満

「適」の比率は何パーセントでしたか？
【総合評価】の表で見てみましょう。

わが社の総合評価

評価

いかがでしたか？総合評価はあくまでも点検時の目安です。

大切なことは、年間を通じた定期的なチェックを行うことです。
（別添「トラドック年間チェック表」）

定期的なチェックにより、管理状況（健康状況）が常に把握できるため、
国の監査や巡回指導に対し慌てずに対応ができますよ。

２．算出した「適｣の比率を下表で確認

では、次頁で
「トラドック年間チェック表」
の点検方法について
お伝えします。

35

最初の点検：４月　　日 ５月　　日 ６月　　日 ７月　　日 ８月　　日 ９月　　日 １０月　　日 １１月　　日 １２月　　日 １月　　日 ２月　　日 ３月　　日

○

○

○

　２．乗務記録（運転日報）　　　 ※１年保存 ○

　３．運行指示書　　　　　　　　 ※１年保存 －

9名：前年6/1受診 9名済

5名：前年6/1、12/1受診 9名済 9名予定

　５．乗務員指導教育（一般） ９名

　　　　　　　　　　　　　　　　 ※３年保存 ９名実施済

　６．日常点検　　　　　　　　　 ※１年保存 ○

点検対象車両数（両） ８両

実施車両数　　（両） ８両

　８．過労運転 ○

　９．営業類似行為（白トラ） なし

１０．名義貸し、事業の貸渡し なし

１１．過積載運行 なし

9名 １１名

9名分作成済 ２名

白トラ利用の有無

名義貸し等の有無

過積載運行の有無

＜Ｂ：変更があった場合にチェックする項目：人・車両・事業施設等＞　　　　　　　 ※該当しない項目には「－」を

１２．運転者台帳（従業員台帳）
現在の選任運転者数の状況（名）

現在の台帳作成・変更・保存状況（退職者は3年間保存）

出席者（名）

実施・整理・保存状況　　　　　　　　○：実施　　×：否

　７．定期点検　　　　　　　　　 ※１年保存
　　　　　　　　　 ※記録簿本通は車両へ備付

点検の実施・記録簿（写）の保管状況

改善基準告示の遵守状況　　　　　　　○：遵守　　×：未遵守

乗務後点検、整理・保存状況　　　　　○：実施　　×：否

作成状況（運行指示書が必要となる運行の場合）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　○：作成　　×：未作成

　４．健康状態の把握（健康診断）
　　　　　　　　　　　　　　　　 ※５年保存

対象者の受診状況　　　（名）

内、深夜業務従事対象者（名）の受診状況

対象者（名）

チ ェ ッ ク 項 目　　※　　　　　 の項目は巡回指導の重点項目

＜Ａ：毎月チェックする項目＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ※該当しない項目には「－」を

　１．点呼（乗務前、中間、乗務後）

　　　　　　　　　　　　　　　　 ※１年保存

対面点呼実施状況　　　　　　　　　　○：実施　　×：否

運管者：１／３以上の実施状況　　　　○：実施　　×：否

中間点呼実施状況（中間点呼が必要となる場合）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　○：実施　　×：否

ト ラ ド ッ ク 年 間 チ ェ ッ ク 表

記 載 例

＜年間チェック表の活用手順＞

トラドック（冊子）で点検した各

項目の状況を、このチェック表

の「最初の点検」欄へ記録。

○最初の点検後、７月までの記載例

＜会社の概要＞

・本社及び主たる事務所の位置：岐阜市内

・組織体制（７月末で総勢１６名）



最初の点検：４月　　日 ５月　　日 ６月　　日

9名 １１名

9名分作成済 ２名

－ ２名

－ ２名作成

－ ２名受診

－ １名：岐阜一郎

－ 5/20受診

－ １名：岐阜一郎

－
5/21-22

実施

－ １名：美濃次郎

－ 5/20受診

－ １名：美濃次郎

－ 5/21実施

－

実施状況 －

－

－

１３．新規雇用運転者の事故歴の把握 － ２名取得

１２名 １４名

１２名 １４名

なし

1４名 １６名

1４名 １６名

なし

２４．社会保険（健康保険・厚生年金保険）

※項目「１２」「１２－２」と関連

加入対象者（名）

加入状況　（名）

適用除外者（名）

２３．労働保険（雇用保険・労災保険）

※項目「１２」「１２－２」と関連

加入対象者（名）

加入状況　（名）

適用除外者（名）

運転記録証明書等の取得状況（過去3年分）

事
故
惹
起
者

適性診断
特定診断（事故惹起）対象者（名）

指導教育
事故惹起者の指導対象者（名）

実施状況

指導教育
初任運転者の指導対象者（名）

実施状況

高
齢
者

適性診断
適齢診断対象者（名）

実施状況

指導教育
高齢運転者の指導対象者（名）

実施状況

１２－２．

新たに運転者を雇用した時の確認事項

※当項目は巡回指導で指摘が多いため要注意

※項目「２３」「２４」と関連

※ポイント
新たに雇用する運転者が、
初任運転者の指導・教育を要する者か否か
高齢運転者に該当するか否か
事故惹起者に該当するか否か

　　「トラドック（冊子）」後半の参考資料
　　【特別指導及び適性診断の対象となる
　　　　　　　　　　　　運転者早見表】参照

新
た
に
雇
用
し
た
運
転
者

新たに雇用した運転者（名）

台帳の作成状況

健康診断 雇入時の健康診断受診状況

初
任

適性診断
初任診断対象者（名）

実施状況

＜Ｂ：変更があった場合にチェックする項目：人・車両・事業施設等＞　　　　　　　 ※該当しない項目には「－」を

１２．運転者台帳（従業員台帳）
現在の選任運転者数の状況（名）

現在の台帳作成・変更・保存状況（退職者は3年間保存）

チ ェ ッ ク 項 目　　※　　　　　 の項目は巡回指導の重点項目

ト ラ ド ッ ク 年 間 チ ェ ッ ク 表

最初の点検：４月　　日 ５月　　日 ６月　　日 ７月　　日 ８月　　日 ９月　　日 １０月　　日 １１月　　日 １２月　　日 １月　　日 ２月　　日 ３月　　日

○

○

○

　２．乗務記録（運転日報）　　　 ※１年保存 ○

　３．運行指示書　　　　　　　　 ※１年保存 －

9名：前年6/1受診 9名済

5名：前年6/1、12/1受診 9名済 9名予定

　５．乗務員指導教育（一般） ９名

　　　　　　　　　　　　　　　　 ※３年保存 ９名実施済

　６．日常点検　　　　　　　　　 ※１年保存 ○

点検対象車両数（両） ８両

実施車両数　　（両） ８両

　８．過労運転 ○

　９．営業類似行為（白トラ） なし白トラ利用の有無

出席者（名）

実施・整理・保存状況　　　　　　　　○：実施　　×：否

　７．定期点検　　　　　　　　　 ※１年保存
　　　　　　　　　 ※記録簿本通は車両へ備付

点検の実施・記録簿（写）の保管状況

改善基準告示の遵守状況　　　　　　　○：遵守　　×：未遵守

乗務後点検、整理・保存状況　　　　　○：実施　　×：否

作成状況（運行指示書が必要となる運行の場合）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　○：作成　　×：未作成

　４．健康状態の把握（健康診断）
　　　　　　　　　　　　　　　　 ※５年保存

対象者の受診状況　　　（名）

内、深夜業務従事対象者（名）の受診状況

対象者（名）

チ ェ ッ ク 項 目　　※　　　　　 の項目は巡回指導の重点項目

＜Ａ：毎月チェックする項目＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ※該当しない項目には「－」を

　１．点呼（乗務前、中間、乗務後）

　　　　　　　　　　　　　　　　 ※１年保存

対面点呼実施状況　　　　　　　　　　○：実施　　×：否

運管者：１／３以上の実施状況　　　　○：実施　　×：否

中間点呼実施状況（中間点呼が必要となる場合）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　○：実施　　×：否

ト ラ ド ッ ク 年 間 チ ェ ッ ク 表

記 載 例

＜「トラドック年間チェック表」による定期（毎月）点検方法＞

①Ｐ４～３３までの点検を実施後、
その点検結果の内容を
「年間チェック表」の「最初の点検」欄
（赤枠）へ記入（転記）して下さい。

③項目によっては失念防止するための
「今後の予定表」として活用できます。
【例】
・運行管理者講習や整備管理者研修

の受講予定日を記載。
・健康診断の受診予定月の記載 等

Ｓ ｔ ｅ ｐ ３ ／ Ｓ ｔ ｅ ｐ ４
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※「年間チェック表」は、いつでも
状況把握ができるよう事務所内へ
掲示し、「見える化」して下さい。

②定期点検は４つに区分されてますの
で区分に応じた点検を行ってください。

点検の記載方は☑や「〇」や「－」等、
適宜の方法で構いません。

内容に変更があった場合、記載例を参
考に記載して下さい。
（※管理し易い記載方で構いません）

【留意点】

変更された項目によっては、「複数の項
目」が関係してくる場合があります。
【例】
入社した運転者（２名）が、
「初任運転者」や「高齢運転者」
に該当する場合などは、

選任運転者数や台帳の作成状況のほ
か、

「雇入時の健康診断」
「適性診断」
「指導・教育」
「事故歴」
「社会保険・労働保険」

の状況も点検する必要があります。
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最初の点検：４月　　日 ５月　　日 ６月　　日 ７月　　日 ８月　　日 ９月　　日 １０月　　日 １１月　　日 １２月　　日 １月　　日 ２月　　日 ３月　　日

○

○

○

　２．乗務記録（運転日報）　　　 ※１年保存 ○

　３．運行指示書　　　　　　　　 ※１年保存 －

9名：前年6/1受診 9名済

5名：前年6/1、12/1受診 9名済 9名予定

　５．乗務員指導教育（一般） ９名

　　　　　　　　　　　　　　　　 ※３年保存 ９名実施済

　６．日常点検　　　　　　　　　 ※１年保存 ○

点検対象車両数（両） ８両

実施車両数　　（両） ８両

　８．過労運転 ○

　９．営業類似行為（白トラ） なし

１０．名義貸し、事業の貸渡し なし

１１．過積載運行 なし

9名 １１名

9名分作成済 ２名

－ ２名

－ ２名作成

－ ２名受診

－ １名：岐阜一郎

－ 5/20受診

－ １名：岐阜一郎

－
5/21-22

実施

－ １名：美濃次郎

－ 5/20受診

－ １名：美濃次郎

－ 5/21実施

－

実施状況 －

－

－

１３．新規雇用運転者の事故歴の把握 － ２名取得

－

－

－

－

－

－

－

－

８両 １０両

－ ２両

－

８両分作成済 ２両作成

１７．営業所ごとの配置車両 普通８両 小型２両

８両 ０両

８両 ０両

講習該当年度 変更後の管理者名記入欄

受講済

研修該当年度 変更後の管理者名記入欄

受講予定

２１．事業計画（事業施設の住所等の状況） 変更なし

      主たる事務所 変更なし

      営業所 変更なし 変更申請予定

　　休憩睡眠室 変更なし

　　自動車車庫 変更なし 変更認可申請済

２２．就業規則

※届出義務：常時雇用する従業員10人以上

１２名 １４名

１２名 １４名

なし

1４名 １６名

1４名 １６名

なし

２５．事故記録簿 備付済 作成済

２６．事故報告書　　　　　　　　 ※３年保存 －
6/10

報告済

２７．運行管理規程 備付済

２８．整備管理規程 備付済

２９．３６協定 届出済

３０．事業報告書　　（本社営業所のみ） 準備中
5/10

報告済 報告期限の月

３１．事業実績報告書（本社営業所のみ） 準備中
5/10

報告済 報告期限の月

３２．運輸安全マネジメント 公表済

岐阜県貨物自動車運送適正化事業実施機関

①基本方針　　②安全に関する目標、計画　　③公表

該当事故（解説書Ｐ２９参照）が発生した時の作成・報告等の状況

必要時（法改正など）の作成・変更等の状況

＜Ｄ：一定の時期にチェックする項目（年１回）＞　　　　　　　　　　　　　　　　 ※該当しない項目には「－」を

有効期限：令和　年　　月　　日

報告期限：毎事業年度経過後１００日以内

報告期限：毎年７月１０日

２４．社会保険（健康保険・厚生年金保険）

※項目「１２」「１２－２」と関連

加入対象者（名）

加入状況　（名）

適用除外者（名）

＜Ｃ：事故や法改正があった場合にチェックする項目＞　　　　　　　　　　　　　　 ※該当しない項目には「－」を

事故が発生した時の作成等の状況

２３．労働保険（雇用保険・労災保険）

※項目「１２」「１２－２」と関連

加入対象者（名）

加入状況　（名）

適用除外者（名）

「トラドック（解説書）」Ｐ２４
【自社（営業所）の事業施設状況】により住所等の確認

変更・届出（必要時）
届出済

（○○労働基準監督署）

今年度講習
対象者

運輸太郎
（６月受講予定）

２０．整備管理者の選任・届出及び研修

※選任者と研修年度の把握
※研修は２年度に１度

現在の選任整備管理者名
今年度研修

対象者

運輸太郎
（11月受講予定）

１８．運行記録計　　　　　　　　 ※１年保存
　車両総重量７ｔ以上または
　最大積載量４ｔ以上は装着義務あり

装着状況
装着対象車両数（両）

装着済み車両数（両）

１９．運行管理者の選任・届出及び講習

※選任者と講習年度の把握
※講習は２年度に１度

現在の選任運行管理者名

１６．車両台帳
配置車両数の状況

（両）

増車（両）

減車（両）

台帳の作成・変更状況

変更時（車両区分の把握）

高
齢
者

高齢運転者の指導対象者（名）

実施状況
事

故

惹

起

者

事故惹起者の指導対象者（名）

実施状況

指導教育
初任運転者の指導対象者（名）

実施状況

高
齢
者

適性診断
適齢診断対象者（名）

実施状況

指導教育
高齢運転者の指導対象者（名）

実施状況

１４．特定運転者への適性診断

在
籍
運
転
者

高
齢
者

適齢診断対象者（名）

実施状況
事

故

惹

起

者

特定診断（事故惹起）対象者（名）

実施状況

１５．特定運転者への特別指導

白トラ利用の有無

名義貸し等の有無

過積載運行の有無

＜Ｂ：変更があった場合にチェックする項目：人・車両・事業施設等＞　　　　　　　 ※該当しない項目には「－」を

１２．運転者台帳（従業員台帳）
現在の選任運転者数の状況（名）

現在の台帳作成・変更・保存状況（退職者は3年間保存）

１２－２．

新たに運転者を雇用した時の確認事項

※当項目は巡回指導で指摘が多いため要注意

※項目「２３」「２４」と関連

※ポイント
新たに雇用する運転者が、
初任運転者の指導・教育を要する者か否か
高齢運転者に該当するか否か
事故惹起者に該当するか否か

　「トラドック（解説書）」Ｐ５９～６０参照

新
た
に
雇
用
し
た
運
転
者

新たに雇用した運転者（名）

台帳の作成状況

健康診断 雇入時の健康診断受診状況

初
任

適性診断
初任診断対象者（名）

実施状況

事
故
惹
起
者

適性診断

運転記録証明書等の取得状況（過去3年分）

特定診断（事故惹起）対象者（名）

指導教育
事故惹起者の指導対象者（名）

実施状況

　７．定期点検　　　　　　　　　 ※１年保存
　　　　　　　　　 ※記録簿本通は車両へ備付

点検の実施・記録簿（写）の保管状況

改善基準告示の遵守状況　　　　　　　○：遵守　　×：未遵守

乗務後点検、整理・保存状況　　　　　○：実施　　×：否

作成状況（運行指示書が必要となる運行の場合）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　○：作成　　×：未作成

　４．健康状態の把握（健康診断）
　　　　　　　　　　　　　　　　 ※５年保存

対象者の受診状況　　　（名）

内、深夜業務従事対象者（名）の受診状況

対象者（名）

チ ェ ッ ク 項 目　　※　　　　　 の項目は巡回指導の重点項目

＜Ａ：毎月チェックする項目＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ※該当しない項目には「－」を

　１．点呼（乗務前、中間、乗務後）

　　　　　　　　　　　　　　　　 ※１年保存

対面点呼実施状況　　　　　　　　　　○：実施　　×：否

運管者：１／３以上の実施状況　　　　○：実施　　×：否

中間点呼実施状況（中間点呼が必要となる場合）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　○：実施　　×：否

出席者（名）

実施・整理・保存状況　　　　　　　　○：実施　　×：否

ト ラ ド ッ ク 年 間 チ ェ ッ ク 表

記 載 例

＜年間チェック表の活用手順＞

トラドック（解説書）で点検した

各項目の状況を、

「最初の点検」欄へ記録。

○最初の点検後、７月までの記載例

＜会社の概要＞

・本社及び主たる事務所の位置：岐阜市内

・組織体制（７月末で総勢１６名）

社長 １名

専務 １名（役員兼運転者）

運行管理者 ２名（運輸太郎・国土花子）
➟運輸太郎は今年度受講対象（６月）

➟国土花子は昨年度受講のため今年度は対象外

整備管理者 １名（運輸太郎）
➟今年度受講対象（１１月）

事務員 １名

専属運転者 １０名（５月に２名入社）

⇒ 専務も乗務するため選任運転者は １１名

５月入社の新人運転者の内、

・１名（岐阜一郎）は２５歳で

ドライバー経験なし。

・１名（美濃次郎）は６６歳で

過去（１年前）にドライバー経験あり。

・車両数：普通８両（大型）・小型２両

※小型２両は５月に増車

・「車庫収容能力変更」：６月

・決算月：３月末

・中間点呼の必要な運行なし

・事故報告規則に基づく事故歴

「予定表」として活用



＜ 「トラドック」の電子データの入手先 ＞

【岐ト協ＨＰ トップページ】

トラドック２０２３
※近日中にHPを

改訂します

☆「トラドック等」の書面
①トラドック”２０２３”（解説書）
②トラドックによる点検の実施方法
③トラドック年間チェック表及び記載例

38

https://www.gitokyo.or.jp/app/download/13118657592/トラドックPDF（30 3 20確定版）.pdf?t=1523578829
https://www.gitokyo.or.jp/ﾄﾗﾄﾞｯｸ-適正化事業概要書/トラドック活用にあたり/
https://www.gitokyo.or.jp/app/download/13118628592/年間チェック表（30.3.20確定版）.xlsx?t=1523578666


＜参考資料＞

39

※次ページからの参考資料は概略ですので、
詳細は各々のページにあるURLやQRコード
よりご確認下さい。



令和4年度の法令等の主な改正状況

遠隔点呼が実施できるようになりました
施行：R4.4.1

https://jta.or.jp/member/anzen/tenko_dvd.html
【遠隔点呼とは】
事業者が要件を満たす機器・システムを用い、遠隔拠点間で行う点呼
「使用する機器・システム」、「実施する施設・環境」が要件を満たしていることが確認され、「運用上の遵守事項」
を適切に運用する限りにおいて、遠隔点呼が実施できるようになります。

遠隔点呼を実施しようとする事業者は、開始予定月に応じた提出期限までに、遠隔点呼実施営業所等及び
被遠隔点呼実施営業所等を管轄する運輸支局長等に申請書類を提出し、承認を受ける必要があります。
※承認にあたり、運輸支局等による現地確認等を行うことがあります。

● Gマーク営業所及び輸送の安全確保に関する取組が優良であると認められる営業所に限らず実施可能
● 運転者が所属する営業所の運行管理者等（運行管理者又は補助者）との対面点呼として取扱いができる
● Gマーク営業所等が実施できる従来の「IT点呼」も引き続き利用可能

詳細ＱＲコード

40

https://jta.or.jp/member/anzen/tenko_dvd.html


令和4年度の法令等の主な改正状況
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自動車事故報告書等の取扱要領の一部改正について
施行：R4.4.1

運転者の疾病により事業用自動車の運転を継続できなくなった事故
については、「自動車事故報告書等の取扱要領」により報告するよ
う指導されていますが、睡眠時無呼吸症候群（ＳＡＳ）が原因と疑わ
れる事故について、報告がされていない状況です。
このような状況を鑑み、睡眠時無呼吸症候群（ＳＡＳ）が疑われる居
眠り運転、漫然運転を伴う事故が発生した場合、自動車事故報告書
の「推定原因」に事故の原因として疑われる疾病名を明記し報告す
るよう改正されました。

【新】 【旧】



令和４年度の法令等の主な改正状況
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基準緩和自動車の認定要領について（依命通達）の一部改正
施行：R4.4.1

https://jta.or.jp/member/anzen/kijun_kanwa_kaisei2022.html

基準緩和自動車の重大事故の発生状況を踏まえ、申請者の負担軽減等を
図る観点から、「基準緩和自動車の認定要領について（依命通達）」の一部
改正を行うほか、所要の改正を行い、一定の要件を満たす長大又は超重量
物を輸送するセミトレーラの基準緩和認定の期限を延長するとともに申請書
面の簡素化を図ります。

■改正概要
（１）提出書面の一部改正

各様式の集約化等、提出必要書面の見直しにより申請書面を簡素化。
（２）継続緩和における緩和の期限の一部改正

[1] 安全運行体制や法令遵守体制が徹底されていると認められる安全性優良
事業所認定（Ｇマーク）を受けている事業所に使用の本拠の位置を有する自動車
の継続緩和申請について、緩和の期限を現行の４年から無期限に延長。

※安全性優良事業所認定の返納や取り消しとなった場合には、遅滞なく新規緩和の申請が必要。

[2] その他の継続緩和について、重大事故が減少していることから、緩和の期
限を現行の２年から４年に延長。

https://jta.or.jp/member/anzen/kijun_kanwa_kaisei2022.html


令和４年度の法令等の主な改正状況
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国土交通省と適正化実施機関の連携強化（違反原因行為の疑いがある荷主等の情報収集）
施行：R4.4.19

貨物自動車運送事業法附則第1条の２に定める違反原因行為を行っている疑いのある荷主等の情報収
集に努める要請に伴い、巡回指導等において国交省における荷主等の違反原因行為に係る情報収集
の取組の紹介と共に、事業者から違反原因行為に係る情報提供があった場合は、定例会議等で管轄
運輸支局に報告するよう要請がありました。

「違反行為に」該当しうる荷主の行為の例
・過労運転防止義務違反を招くおそれがある行為として、荷主の荷さばき場において、荷主都合による

長時間の荷待時間を恒常的に発生させているような行為

・過積載運行を招くおそれがある行為として、積込み直前に槓子量を増やすように指示するような行為

・最高速度違反を招く恐れがある行為として、適切な運行では、間に合わない到着時間が指定される
ような行為

・輸送の安全確保義務違反を招くおそれのある異常気象時など、安全な運行の確保が困難な状態で
運行を強要するような行為

荷主に対する働きかけを実施する場合の考え方
・トラック事業者に対する貨物自動車運送適正化実施機関における巡回指導や、国土交通省が実施

する監査において、違反原因行為をしている疑いがあると認められる場合

・貨物自動車運送事業法本則に基づく荷主勧告制度による協力要請等をうけたことがあり、引き続き
売伴原因行為をしている疑いがあると認められる場合

・国土交通省や関係行政機関、地方運輸局等に対し、違反原因行為に関する同様の情報等が度々
寄せられ、違反原因行為をしている疑いがあると認められる場合

【国土交通省HP】違反原因行為を行っている荷主情報収集目安箱
https://www.mlit.go.jp/jidosha/yusou-jittai/index.html

https://www.mlit.go.jp/jidosha/yusou-jittai/index.html


令和４年度の法令等の主な改正状況
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乗務後自動点呼が可能になりました

R5.1.1
https://jta.or.jp/member/anzen/tenko_dvd.html

■背景
自動車運送事業者は、運行の安全を確保するため、運転者に対し原則対面によ
り点呼を行うこととされていますが、今般、点呼機器により自動で点呼を行うため
の要件や機器の認定制度を創設し、令和５年１月より、乗務を終了した運転者に
対する点呼を自動で行うことができるようなります。
これにより、運行管理の高度化による安全性の向上と、運転者や運行管理者の
働き方改革が促進されることが期待されます。

■概要（実施方法）
１．認定機器の準備

乗務後自動点呼を行おうとする事業者は、実施要領の規定に基づき認定を
受けた機器であり、有効期間内のものを用いる事等により実施できる。

２．運輸支局長へ事前の届出
乗務後自動点呼要領に基づき、必要な事項を制にしたうえで運輸支局長等
へ事前届出を行う。

※認定機器は、国交省ウェブサイトで公表。

詳細ＱＲコード

https://jta.or.jp/member/anzen/tenko_dvd.html
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● 時間外労働が月60時間を超える場合の残業割増賃金率が50％に変わります
【R5.4.1】 https://www.mhlw.go.jp/content/000930914.pdf

● 時間外労働の上限が年960時間となります【施行：R6.4.1】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/gyosyu/topics
/01.html

令和６年４月以降、自動車運転者は、特別条項付き36協定を締結する場合の年間の時間外
労働の上限が年960時間となります。

○一般の労働者と異なり、時間外労働と休日労働の合計について、月100時間未満、２～６ヶ
月平均80時間以内とする規制及び、時間外労働が月45時間を超えることができるのは年６ヶ
月までとする規制は適用されません。

※ 自動車運転の業務に従事する労働者は、
別途、運転時間や勤務間インターバルについて定めた
「改善基準告示」を遵守する必要があります。

https://www.mhlw.go.jp/content/000930914.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/gyosyu/topics/01.html
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自動車運転者の労働時間等の改善のための基準の一部改正について
【公布：R4.12.23／施行：R6.4.1】 https://jta.or.jp/member/rodo/mhlw_kaizen.html
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【例外】労使協定により、次のとおり延長可(①②を満たす必要あり)

1年：3,400時間以内

1か月：310時間以内(年6か月まで)

①284時間超は連続3か月まで

②1か月の時間外・休日労働時間が100時間未満となるよう努める

13時間以内(上限15時間、14時間超は週2回までが目安)

【例外】宿泊を伴う長距離貨物の場合(※1)、16時間まで延長可(週2回まで)

継続11時間以上与えるよう努めることを基本とし、9時間を下回らない

【例外】宿泊を伴う長距離貨物運送の場合(※1)、継続8時間以上(週2回まで)

　　　　休息期間のいずれかが9時間を下回る場合は、運行終了後に継続12時間以上の休息期間を与える

連続運転 2週平均1週：44時間以内

4時間以内

運転の中断時には、原則として休息を与える(1回おおむね連続10分以上、合計30分以上)

10分未満の運転の中断は、3回以上連続しない

【例外】SA・PA等に駐停車できないことにより、やむを得ず4時間を超える場合、4時間30分まで延長可

予期し得ない事象への対応時間を、1日の拘束時間、運転時間(2日平均)、連続運転時間から除くことができる(※2、3)

勤務終了後、通常どおりの休息期間(連続11時間以上を基本、9時間を下回らない)を与える

※2：予期しない事象とは、次の事象をいう。

　　・運転中に乗務している車両が予期せず故障したこと

　　・運転中に予期せず乗船予定のフェリーが欠航したこと

　　・運転中に災害や事故の発生に伴い、道路が封鎖されたこと又は道路が渋滞したこと

※3：異常気象(警報発表時)に遭遇し、客観的な記録(公的機関のHP情報等)が必要。

分割休息(継続9時間以上の休息を与えることが困難な場合)

・休息期間の合計は、2分割：10時間以上、3分割：12時間以上

・一定期間(1か月程度)における全勤務回数の2分の1が限度

2人乗務(自動車運転者が同時に1台の自動車に2人以上乗務する場合)

　体を伸ばして休息できる設備がある場合、拘束時間を20時間まで延長し、休息期間を4時間まで短縮可

【例外】設備(車両内ベット)が※4の要件を満たす場合、次のとおり、拘束時間をさらに延長可

　・拘束時間を24時間まで延長可能(ただし、運行終了後、継続11時間以上の休息期間を与えることが必須)

　・さらに8時間以上の仮眠時間を与える場合、拘束時間を28時間まで延長可

※4：車両内ベットが、長さ198㎝以上、かつ、幅80㎝以上の連続した平面であり、かつ、

クッション材等により走行中の路面等からの衝撃が緩和されるものであること

隔日勤務(業務の必要上やむを得ない場合)

　2暦日の拘束時間は21時間未満、休息時間は20時間

【例外】仮眠施設で夜間4時間以上の仮眠を与える場合、2暦日の拘束時間を24時間まで延長可(2週間に3回まで)

　　　　2週間の拘束時間は126時間(21時間×6勤務)を超えることができない

フェリー

　・フェリー乗船時間は、原則として休息期間(減算後の休息期間は、フェリー下船時刻から勤務終了時刻までの間の

　　時間の2分の1を下回ってはならない）

　・フェリー乗船時間が8時間を超える場合、原則としてフェリー下船時刻から次の勤務が開始される

休日労働 休日労働時間は2週間に1回をこえない、休日労働によって拘束時間の上限を超えない

　・3分割が連続しないよう努める　　

1年：3,300時間

1か月：284時間以内

1年、１か月の

拘束時間

1日の休息時間

連続運転時間

特例

予期し得ない事象

※1：1週間における運行がすべて長距離貨物運送(一の運行の走行距離が450㎞以上の貨物運送)で、

一の運行における休息期間が住所地以外の場所におけるものである場合

1日の拘束時間

2日平均1日：9時間以内

　・分割休息は1回3時間以上　　

https://jta.or.jp/member/rodo/mhlw_kaizen.html
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自動車検査証が電子化されました

令和5年1月4日より自動車検査証が電子化され（A6サイズに変更）、必要最小限の記載事項
を除き、その他の情報は車検証の右端に貼付のICタグに記録されます。
※券面に表示されない事項（ICタグに記録）
●有効期間の満了日 ●所有者の氏名・住所 ●使用者の住所 ●使用の本拠の位置 など

電子車検証の券面に記載されない情報は、車検証閲覧アプリを活用し、ＩＣタグ記録情報の
確認ができます。「自動車検査証記録事項」の出力・保存も可能です。

①スマートフォン（iOS、Android） ※NFC対応
②PC（Windows）＋ICカードリーダ
車検証閲覧アプリは「電子車検証特設サイト」からインストール
できます。

①車検証閲覧アプリによる出力・印刷
②電子車検証交付時の配付（当面の間のみ）（※）
（※）令和５年１月から２～３年の間は、電子車検証交付時に自動車検査証記録事項を発行。

再発行はできませんので、大切に保管して下さい。

ＩＣタグ記録を確認するには？（車検証閲覧アプリ）

車検証閲覧アプリの導入方法

自動車検査証記録事項の入手方法
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自動車運送事業者が事業自動車の運転者に対して行う
一般的な指導及び監督の実施マニュアルの一部改正について

https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/03safety/instruction.html

●飲酒傾向の強い運転者に対する適切な指導監督の実施に参考となる情報として、ア
ルコール依存症に関する基礎知識の記載が拡充された他、対応方法の例や治療法等
の医学的知見、運送事業者の取組事例が新たに記載されました。【R4.3.25改正】

詳細ＱＲコード

●令和4年8月に名古屋市の高速道路において乗合バスが、10月には静岡県の県道に
おいて観光バスがそれぞれ横転し、乗客が亡くなる痛ましい事故が発生したことを踏ま
え、同様の事故を防止するためマニュアルの一部が改正されました。【R5.1.6改正】

https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/03safety/instruction.html
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●「自動車運送事業者における視野障害対策マニュアル」を策定しました

事業用自動車の運転者が疾病により運転を
継続できなくなる事案が依然として多く発生して
います。
その中で、高度の視野障害を有する運転者が、
自身の疾患に気付かずに運転を継続する場合、
信号や標識の見落とし等により重大事故を引き
起こす可能性が高まります。

国土交通省では、運転者の視野障害が原因と
なる事故を防ぐために事業者が知っておくべき
内容や取り組む際の手順等を具体的に示した
「自動車運送事業者における視野障害対策
マニュアル」を策定しました。【R4.3.29策定】

●運転者が体調不良等を生じた場合における適切な運行管理の徹底について

令和4年12月4日、高速乗合バス運転者が運行中に体調不良が生じているにもかかわらず、運行管理者に報告
することなくそのまま運行を継続し、前方車両に追突し乗客等９名が負傷する事故が発生。

→国交省は、輸送の安全を確保し、同種の事故の再発防止に努めるため通達を発出

【運転者が体調不良等を生じた場合における適切な運行管理の徹底について】
（R4.12.8付：国自安第114号）

１．運転者は、運行中に体調不良等を生じた場合には、周囲の安全に配慮しつつ直ちに車両を安全な場所に
停車し、運行管理者に報告し、指示を受けること。

２．運行管理者は、運転者の日常の健康状態の確認を行うことはもとより、運転者から体調不良等の報告が
あった場合には、速やかに状況把握を行い、運転者に対し適切な指示を行うとともに、交替運転者を手配
する等運行管理を適切に行うこと。

３．自動車運送事業者は、定期健康診断の実施はもとより、国土交通省の「事業用自動車の運転者の健康管
理マニュアル」等も活用して運転者の健康状態の把握に努めるとともに、日頃からコミュニケーションを図る
ことにより、運転者が、自身の健康状態等について、運行中も含め気軽に相談・申告できる職場環境づくり
に努めること。

https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/03safety/health.html

https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/03safety/health.html
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トラック運送業に係る標準的な運賃の一部として、燃料サーチャージの算出方法等を告示しました
R5.3.1

https://jta.or.jp/member/genyukoto/surcharge_mlit.html
１．背 景
平成３０年に公布された「貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律」（平成３０年法律第９６号）に基づき、
運賃交渉力の弱いトラック事業者の適正な運賃収受を支援するため、令和２年４月に「標準的な運賃」を告示し
ました。「標準的な運賃」では、運転者について全産業並みの給与、車両の更新期間５年などの経営改善につな
がる前提を置いて、トラック事業者が法令を遵守して持続的に事業を行っていくための参考となる運賃を示して
います。令和４年末時点で「標準的な運賃」の届出率は５２％まで上がりましたが、燃料サーチャージの設定・収
受については、「標準的な運賃」の解釈通達においてのみ位置づけられていたため、より広く関係者に周知する
ことが課題とされていました。

２．概 要
今般、燃料サーチャージの設定・収受が「標準的な運賃」制度の一部であることを明示するため、従来「標準的
な運賃」の解釈通達である「一般貨物自動車運送事業に係る標準的な運賃について」で定められていた燃料
サーチャージの算出方法等を、新たに告示として定めることとしました。

○一般貨物自動車運送事業に係る標準的な運賃について
（令和２年４月２４日付け国自貨第１４号）

https://jta.or.jp/member/genyukoto/surcharge_mlit.html
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①トラック輸送の「標準的な運賃」が定められましたリーフレット
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①トラック輸送の「標準的な運賃」が定められましたリーフレット
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②許可及び事業計画変更認可申請等の処理チラシ（表面）
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②許可及び事業計画変更認可申請等の処理チラシ（裏面）
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③悪質性の高い営業所に係る巡回指導結果報告書等の強化チラシ（表面）



③悪質性の高い営業所に係る巡回指導結果報告書等の強化チラシ（裏面）
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わが社の運転者
に必要な指導・適
性診断は、どれか
な？

運 転 者

＜参考資料：特別指導及び適性診断の対象となる運転者早見表＞

過去3年間に貨物自動車運
送事業のドライバー
経験のある者

65歳以上の
高齢者

事故惹起者

新たに雇い入れた者

事故歴の確認 ※

特定運転
者以外の
運転者

事故歴の確認 ※

※事故歴（事業用に限らない）は
運転記録証明書等で確認。

特定運転者 特定運転者特定運転者

初任運転者

雇用前の事
業者で、特
定診断及び
特別指導が
「有」

事故歴→有 事故歴→無

65歳
以上

65歳
未満

65歳
以上

65歳
未満

Ａ：初任診断

Ｃ：事故惹起者の特定診断

Ｂ：適齢診断

Ｄ：一般診断

実施する
適性診断

H:一般的な指導

F:適齢者の特別指導

G:事故惹起者の特別指導

E：初任者の特別指導

実施する
指導

65歳
以上

65歳
未満

雇用前の事
業者で、特
定診断及び
特別指導が
「無」

65歳
以上

65歳
未満

事故歴→無事故歴→有

65歳
以上

65歳
未満

実施のポイント
・新規採用運転者に対する適性診断と特別指導（初任教育）は、乗務を始めてからでは時間が取れず未実施となる
事例が多いため、乗務に就かせる前に適性診断・健康診断・事故歴の確認・初任教育をセットと捉えて実施。

・特別指導の実施及び適性診断を受診した場合は、運転者台帳へ記録すること。
・一般診断は３年毎に１回の受診が望ましい。

・初めて事業用トラッ
クのドライバーとな
る者

・過去3年間に貨物自動
車運送事業のドライ
バー経験のない者
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＜ポイント＞

①新たに雇い入れた者が、初任運
転者に該当するか否かを確認

②事故歴を確認し、それぞれ該当
する項目へ進む。

①

Ｂ
・
Ｆ

②

A

⑤

Ｂ
・
Ｆ

⑪

Ｂ
・
Ｆ

⑥

A

④

C
・
G

⑫

C
・
G

⑩

A
・
E

③

C
・
F
・
G

⑧

C
・
E
・
G

⑨

B
・
E
・
F

⑦

C
・
E
・
F
・
G

⑬

D
・
H



「適性診断」「特別指導」の対象となる運転者早見表の見方 【P16-18関連】

この「早見表」は巡回指導時に指導する項目のうち、特定運転者（事故惹起運転者・初任運転者・
65歳以上の高齢運転者）に対して実施する必要のある「適性診断」「特別指導」が未実施となってい
るケースが散見されるため、作成したものです。

【早見表の見方】

１．新たに雇い入れた者への指導等
（１）入社された方（表の「運転者」の中の「新たに雇入れた者」）が、「特定運転者（初任運転者）」

に該当するのか、または「過去3年間に貨物自動車運送事業のドライバー経験のある者」に該当
するのかを確認。

（２）該当するライン(フロー)を辿り、 の実施すべき指導、適性診断を実施

２．既に在籍されている運転者への指導等

表の「運転者」から派生する、「特定運転者以外の運転者」の「一般的な指導」及び「適性診断」を
実施するとともに、運転者が、「特定運転者(高齢運転者)」、「特定運転者（事故惹起者)」に該当
することとなった場合は、併せて特定運転者へ実施すべき指導、診断を実施

60

※特定運転者とは？ ➝ P18参照

＜ポイント＞

①新たに雇い入れた者が、初任運転
者に該当するか否かを確認

②事故歴を確認し、それぞれ該当す
る項目へ進む。



貨物自動車運送事業者等が行うべきこと(1)

貨物自動車運送事業輸送安全規則関係

項目 事業主が行うこと 整備管理者が行うこと 乗務員が遵守すべき事項
第３条～第２３条 第１６条～第１７条

交代者への報告
重要装置の機能点検

乗務禁止
選任運転者以外
酒気帯び者 酒気を帯びて乗務しない
安全運行不可能者 疾病・疲労等の申し出

休憩睡眠施設 確保 管理
乗務時間等 設定 作成
過積載運行 引き受け、指示の禁止 指導・監督 乗務しない
積載方法 徹底 指導・監督 偏荷重、落下の防止
車庫 確保 管理
点呼 実施 実施・記録・保存 受ける　報告する
乗務記録 作成 記録・保存 記録

管理・記録保存
故障車の運行禁止

事故 記録・再発防止 記録・保存 周囲への防護措置
運行指示書 作成・指示・携行 作成・指示・保存
運転者台帳 備え付け 作成・備え置き
従業員指導監督 計画策定・実施 実施と記録保存
異常気象時の措置 伝達 指示・措置
運行管理者 選任・講習・指導監督
運行管理者規定
適性診断 受診・指導
補助者 選任 指導・監督
事故報告 指導・監督
事業者に対し 助言
踏切通過 変速しない

運行管理者が行うこと

第２０条

運転者 確保

運行記録計 記録

交代運転者の配備

＜参考資料：実施者一覧＞
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道路運送車両法関係

項目 事業主が行うこと 整備管理者が行うこと 乗務員が遵守すべき事項

整備管理者 選任（50条）
研修 受講

点検施設 設置
整備管理者規定 策定 業務の執行

日常点検実施方法決定 実施（確認）
運行可否の決定

定期点検（48条） 実施 点検実施計画の作成
定期点検記録簿（49条） 保存、据置 記録簿の管理
権限付与（施行規則32条） 付与 指導・監督

定期・随時点検の実施

必要整備の実施

運行管理者が行うこと

日常点検（47条2） 実施

貨物自動車運送事業者等が行うべきこと(2)
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官庁関係
（運輸局）
・許可申請書
・事業計画変更認可・
届出書等

＜参考資料：書類の整理・保管＞

官庁関係２
（運輸局）
・定例の年度報告もの

事業報告書
事業実績報告書

車両管理関係
・車両台帳

（車検証の写し、
自賠責保険証の写し）

運転者関係
・運転者台帳
・健康診断票
・特定運転者に該当

する場合：
適性診断票
指導教育記録簿
運転記録証明書

運行管理関係２
・点呼簿
・運転日報

（チャート紙・
デジタコ日報）

・運行指示書

車両管理関係２
・整備管理規程、

日常点検基準
・整備管理者選任

（解任）届
・整備管理者手帳（写し）
・年間の定期点検計画表
・点検記録簿（写し）

運行管理関係
・運行管理規程
・運行管理者選任

（解任）届
・運行管理者手帳（写し）
・事故記録簿

指導教育関係
・一般的指導記録簿
・特定運転者に該当

する場合：
適性診断票
指導教育記録簿
運転記録証明書

労務関係
・就業規則等
・３６協定
・健康保険、

厚生年金保険
被保険者資格取得届

・雇用保険被保険者
資格確認通知書

◇ファイリング例

書類の整理・保管は、運行管理をしていくうえで、大変重要です。
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